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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（室）

第４条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ当該右欄に掲げる

室を置く。

（室）

第４条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ当該右欄に掲げる

室を置く。

省略 省略

農政課 農地・担い手対策室 農産園芸課 担い手・農地保全対策室

省略 省略

（県民環境部各課の所掌事務）

第９条 省略

２～６ 省略

７ 環境政策課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 再生可能エネルギーの利用促進に関すること（他の主管に属

するものを除く。）。

～� 省略

８・９ 省略

（経済労働部各課の所掌事務）

第１２条 産業政策課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。

�～
 省略

� エネルギー政策の推進に関すること（他の主管に属するもの

を除く。）。

�～� 省略

２～６ 省略

７ 国際交流課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 国際航空路線に係る航空振興の企画及び調整に関すること。

� 松山空港の国際航空路線の利用促進に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

（農林水産部各課の所掌事務）

第１３条 農政課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、次の

とおりとする。この場合において、第５号、第９号から第１２号ま

で及び第１５号から第１７号までの事務は、農地・担い手対策室が所

掌する。

�～� 省略

� 農村工業等導入 に関すること。

� 経営構造対策に関すること。

（県民環境部各課の所掌事務）

第９条 省略

２～６ 省略

７ 環境政策課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� アメニティ施策の推進に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

～� 省略

８・９ 省略

（経済労働部各課の所掌事務）

第１２条 産業政策課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。

�～
 省略

� 資源エネルギー対策の総合企画、総合調整及び推進に関する

こと。

�～� 省略

２～６ 省略

７ 国際交流課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（農林水産部各課の所掌事務）

第１３条 農政課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、次の

とおりとする。

�～� 省略

� 農村工業等導入及び経営構造対策に関すること。
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� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 農業の担い手対策に関すること。


 農地の流動化及び有効利用に関すること。

� 農業機械の普及等に関すること。

� 省略

２・３ 省略

４ 農地整備課の所掌事務は、次のとおりとする。

～� 省略

� 中山間地域等の直接支払に関すること（他の主管に属するも

のを除く。）。

� 省略

５ 農産園芸課の所掌事務は、次のとおりとする。

～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

６～１１ 省略

（知事に直属して置く職員）

第１５条の２ 知事に直属して 営業本部長、防災安全統括

部長、営業本部マネージャー、営業主幹、すご味係長及びすごモ

ノ係長を置く。

（課及び室に置く職員）

第１７条 省略

２～６ 省略

７ 国体競技式典課に県外競技調整監を置く。

（地方局各部及び支局の所掌事務）

第２３条 総務企画部及び支局（総務県民室及び税務室に限る。）の

所掌事務は、次のとおりとする。

～� 省略

２ 省略

３ 産業経済部の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２・３ 省略

４ 農地整備課の所掌事務は、次のとおりとする。

～� 省略

� 中山間地域等の直接支払に関すること

。

� 省略

５ 農産園芸課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第４号及び第１６号から第１８号までの事務は、担い手・農地保

全対策室が所掌する。

～� 省略

� 農業の担い手対策に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 農地の流動化及び有効利用に関すること。

� 農業機械の普及等に関すること。

� 省略

� 省略

６～１１ 省略

（知事に直属して置く職員）

第１５条の２ 知事に直属して特命理事、営業本部長、防災安全統括

部長、営業本部マネージャー、営業主幹、すご味係長及びすごモ

ノ係長を置く。

（課及び室に置く職員）

第１７条 省略

２～６ 省略

（地方局各部 の所掌事務）

第２３条 総務企画部 の

所掌事務は、次のとおりとする。

～� 省略

２ 省略

３ 産業経済部の所掌事務は、次のとおりとする。
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�～� 省略

� 中山間地域等の直接支払に関すること。

４ 省略

（課及び係）

第２３条の２ 別表第３の左欄に掲げる地方局並びにその部及び支局

に、それぞれ当該中欄に掲げる課及び室並びに当該右欄に掲げる

係を置く。

２・３ 省略

（東京事務所）

第７５条 省略

２～４ 省略

５ 東京事務所に、必要に応じ次の職員を置く。

�・� 省略

� 所付

� 省略

� 省略

別表第１（第５条関係）

�～� 省略

４ 省略

（課及び係）

第２３条の２ 別表第３の左欄に掲げる地方局及びその部

に、それぞれ当該中欄に掲げる課及び室並びに当該右欄に掲げる

係を置く。

２・３ 省略

（東京事務所）

第７５条 省略

２～４ 省略

５ 東京事務所に、必要に応じ次の職員を置く。

�・� 省略

� 省略

� 省略

別表第１（第５条関係）

課 係 課 係

省略 省略

人事課 人事係、組織定員係、人材育成係、給与係 人事課 人事係、組織定員係、能力考査係、給与係

省略 省略

省略 省略

産業政策課 調整管理係 、貿易海運係 産業政策課 調整管理係、経済計画係、貿易海運係、資源エ

ネルギー係

省略 省略

国際交流課 国際観光係、国際交流係、国際線振興係 国際交流課 国際観光係、国際交流係

農政課 調整管理係、企画係、国土調査係 農政課 調整管理係、企画係、農地調整係、国土調査係

農地・

担い手

対策室

農地調整係、農地活用係、担い手育成係

省略 省略

農産園芸課 管理係、普及指導係、生産指導係、研究企画

係、鳥獣害対策係、果樹係、米麦係、野菜・花

き係、環境農業係

農産園芸課 管理係、普及指導係、生産指導係、研究企画

係、果樹係、米麦係、野菜・花き係、環境農業

係

担い手

・農地

保全対

策室

農地活用係、鳥獣害対策係、担い手育成係

省略 省略

別表第３（第２３条の２関係） 別表第３（第２３条の２関係）

地方局の部及び支局 課 係 地方局の部 課 係

東予

地方

局

総務企画部 省略 東予

地方

局

総務企画部 省略

今治支局 省略 今治支局 省略

省略 省略

中予

地方

局

総務企画部 総務県民課 省略 中予

地方

局

総務企画部 総務県民課 省略

防災対策室 防災対策係 防災対策室 防災対策係、交通保安係

省略 省略

健康福祉環境 企画課 医療対策係 健康福祉環境 企画課 医療対策係、検査係
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附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられ、又は課若しくは室に勤務若しくは兼務を命ぜられている者は、別に辞令を

発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられ、又は課若しくは室に勤務若しくは兼務を命ぜられたものとする。

東予地方局総務企画部今治支局総務県民室総務県民・防災対策グ

ループ担当係長

東予地方局今治支局総務県民室総務県民・防災対策グループ担当

係長

東予地方局総務企画部今治支局総務県民室 東予地方局今治支局総務県民室

東予地方局総務企画部今治支局税務室納税グループ担当係長 東予地方局今治支局税務室納税グループ担当係長

東予地方局総務企画部今治支局税務室 東予地方局今治支局税務室

南予地方局総務企画部八幡浜支局総務県民室総務県民グループ担

当係長

南予地方局八幡浜支局総務県民室総務県民グループ担当係長

南予地方局総務企画部八幡浜支局総務県民室 南予地方局八幡浜支局総務県民室

南予地方局総務企画部八幡浜支局税務室収納管理グループ担当係

長

南予地方局八幡浜支局税務室収納管理グループ担当係長

南予地方局総務企画部八幡浜支局税務室納税グループ担当係長 南予地方局八幡浜支局税務室納税グループ担当係長

南予地方局総務企画部八幡浜支局税務室 南予地方局八幡浜支局税務室

�愛媛県規則第１９号
愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則

愛媛県職員の職の設置規則（昭和４８年愛媛県規則第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職の設置）

第２条 知事の事務部局及び労働委員会事務局に置く職員の職は、

次の表のとおりとする。

（職の設置）

第２条 知事の事務部局及び労働委員会事務局に置く職員の職は、

次の表のとおりとする。

区 分 職 区 分 職

知事の

事務部

局

本庁 部長、営業本部長、防災安全統括部

長、局長、部付、環境技術専門監、医療政策

監、技術監、総務担当次長、運営・式典担当次

長、競技力向上担当次長、参事、課長、室長、

営業本部マネージャー、副参事、技幹、医監、

知事の

事務部

局

本庁 特命理事、部長、営業本部長、防災安全統括部

長、局長、部付、環境技術専門監、医療政策

監、技術監、総務担当次長、運営・式典担当次

長、競技力向上担当次長、参事、課長、室長、

営業本部マネージャー、副参事、技幹、医監、

部 省略 部 省略

省略 省略

南予

地方

局

総務企画部 省略 南予

地方

局

総務企画部 省略

八幡浜支局 省略 八幡浜支局 省略

省略 省略

別表第７（第２７条関係） 別表第７（第２７条関係）

保健所 課 係 保健所 課 係

省略 省略

中予保健所 企画課 医療対策係 中予保健所 企画課 医療対策係、検査係

省略 省略

省略 省略
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第２０号
児童福祉法施行細則及び児童虐待の防止等に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

児童福祉法施行細則及び児童虐待の防止等に関する法律施行細則の一部を改正する規則

（児童福祉法施行細則の一部改正）

第１条 児童福祉法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（児童虐待の防止等に関する法律施行細則の一部改正）

第２条 児童虐待の防止等に関する法律施行細則（平成１３年愛媛県規則第２３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

危機管理監、原子力安全対策推進監、高速道路

推進監、主席工事検査専門員、学校連携推進

監、交通警備調整監、県外競技調整監、課長補

佐、所長、秘書、医幹、主幹、営業主幹、廃棄

物監視指導官、検査班長、工事検査専門員、換

地指導専門員、用地補償審査専門員、課付、室

付、専門員、隊長、船長、機関長、係長、担当

係長、すご味係長、すごモノ係長、主計係長、

スゴ技係長、副隊長、隊員、主任、主任主事、

主任技師、主事、技師、技術主任、技能主任、

主任守衛、主任業務員、主任技術員、主任技能

員、技術員、技能員、守衛、業務員

危機管理監、原子力安全対策推進監、高速道路

推進監、主席工事検査専門員、学校連携推進

監、交通警備調整監 、課長補

佐、所長、秘書、医幹、主幹、営業主幹、廃棄

物監視指導官、検査班長、工事検査専門員、換

地指導専門員、用地補償審査専門員、課付、室

付、専門員、隊長、船長、機関長、係長、担当

係長、すご味係長、すごモノ係長、主計係長、

スゴ技係長、副隊長、隊員、主任、主任主事、

主任技師、主事、技師、技術主任、技能主任、

主任守衛、主任業務員、主任技術員、主任技能

員、技術員、技能員、守衛、業務員

省略 省略

省略 省略

改 正 後 改 正 前

（委任）

第１条 児 童 福 祉 法（昭 和２２年 法 律 第１６４号。以 下「法」と い

う。）第３２条第１項及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１５３条第２項の規定により、次に掲げる知事の権限は、児童相談

所長に委任する。

�～�の２ 省略

� 法第２７条及び第３１条第４項の規定による措置に関すること。

�～� 省略

� 法第３３条第２項、第７項及び第９項の規定による一時保護に

関すること。

�の２～� 省略

�の２ 法第５６条第４項の規定による閲覧又は資料提供の要求に

関すること。

�～	 省略

２・３ 省略

（委任）

第１条 児 童 福 祉 法（昭 和２２年 法 律 第１６４号。以 下「法」と い

う。）第３２条第１項及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１５３条第２項の規定により、次に掲げる知事の権限は、児童相談

所長に委任する。

�～�の２ 省略

� 法第２７条 の規定による措置に関すること。

�～� 省略

� 法第３３条第２項 の規定による一時保護に

関すること。

�の２～� 省略

�の２ 法第５６条第５項の規定による閲覧又は資料提供の要求に

関すること。

�～	 省略

２・３ 省略

改 正 後 改 正 前

（委任）

第２条 次に掲げる知事の権限は、児童相談所長に委任する。

（委任）

第２条 次に掲げる知事の権限は、児童相談所長に委任する。
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第２１号
愛媛県議会議員及び愛媛県知事の資産等の公開に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県議会議員及び愛媛県知事の資産等の公開に関する条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県議会議員及び愛媛県知事の資産等の公開に関する条例施行規則（平成７年愛媛県規則第６６号）の一部を次のように改正する。

�～� 省略

� 法第１１条第３項（法第１６条第１項の規定によりみなして適用

する場合を含む。）の規定による保護者に対する勧告に関する

こと。

� 法第１３条第１項（法第１６条第１項の規定によりみなして適用

する場合を含む。）の規定による施設入所等の措置の解除及び

意見の聴取に関すること。

� 法第１３条第２項（法第１６条第２項の規定によりみなして適用

する場合を含む。）の規定による保護者に対する助言に関する

こと。

� 法第１３条第３項（法第１６条第２項の規定によりみなして適用

する場合を含む。）の規定による保護者に対する助言に係る事

務の委託に関すること。

� 法第１３条の５（法第１６条第２項の規定によりみなして適用す

る場合を含む。）の規定による愛媛県社会福祉審議会への報告

に関すること。

様式第１号（第３条関係） 証票

（表） 省略

（裏）

�～� 省略

� 法第１１条第３項

の規定による保護者に対する勧告に関する

こと。

� 法第１３条

の規定による施設入所等の措置の解除及び

意見の聴取に関すること。

� 法第１３条の４

の規定による愛媛県社会福祉審議会への報告

に関すること。

様式第１号（第３条関係） 証票

（表） 省略

（裏）

省略

（臨検、捜索等）

第９条の３ 都道府県知事は、第８条の２第１項の保護者又

は第９条第１項の児童の保護者が正当な理由なく同項の規

定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する

職員の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合に

おいて、児童虐待が行われている疑いがあるときは、当該

児童の安全の確認を行い、又はその安全を確保するため、

児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該児童

の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判

所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状によ

り、当該児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は当該児

童を捜索させることができる。

省略

省略

（臨検、捜索等）

第９条の３ 都道府県知事は、第８条の２第１項の保護者又

は第９条第１項の児童の保護者が前条第１項の規定による

出頭の求めに応じない

場合に

おいて、児童虐待が行われている疑いがあるときは、当該

児童の安全の確認を行い又は その安全を確保するため、

児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該児童

の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判

所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状によ

り、当該児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は当該児

童を捜索させることができる。

省略

注 省略

様式第３号（第３条関係） 接近禁止命令書

注 省略

様式第３号（第３条関係） 接近禁止命令書

省略 省略

注意

１ 本命令に違反した場合、児童虐待の防止等に関する法

律第１８条の規定により、１年以下の懲役又は１００万円以下

の罰金に処せられることがある。

２ 省略

注意

１ 本命令に違反した場合、児童虐待の防止等に関する法

律第１７条の規定により、１年以下の懲役又は１００万円以下

の罰則に処せられることがある。

２ 省略
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第２２号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

第１条 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次

第１章～第１１章 省略

第１２章 指定金融機関等

第１節～第３節 省略

第４節 有価証券（ 第２２３

条）

第５節 省略

第１３章～第１５章 省略

附則

（出納員以外の会計職員）

第５条 省略

２ 省略

３ 別に辞令を用いるもののほか、次表の左欄に掲げる職員は、こ

れらの者が職員に任命されていない場合にあつては、その職にあ

る間に限り、職員に任命されているものとして、その職にある間

同表右欄の職に充てる。

目次

第１章～第１１章 省略

第１２章 指定金融機関等

第１節～第３節 省略

第４節 基金、歳入歳出外現金及び有価証券（第２２１条―第２２３

条）

第５節 省略

第１３章～第１５章 省略

附則

（出納員以外の会計職員）

第５条 省略

２ 省略

３ 別に辞令を用いるもののほか、次表の左欄に掲げる職員は、こ

れらの者が職員に任命されていない場合にあつては、その職にあ

る間に限り、職員に任命されているものとして、その職にある間

同表右欄の職に充てる。

省略 省

略

省略 省

略一 地方局総務企画部総務県民課の総務係長、東予地方局

今治支局総務県民室 の総務県民・防災対策グ

ル ー プ 担 当 係 長（総 務 県 民 室 長 が 指 定 し た 者 に 限

る。）、南予地方局八幡浜支局総務県民室 の

総務県民グループ担当係長（総務県民室長が指定した者

に限る。）及び東予地方局産業経済部産業振興課の企画

一 地方局総務企画部総務県民課の総務係長、東予地方局

総務企画部今治支局総務県民室の総務県民・防災対策グ

ル ー プ 担 当 係 長（総 務 県 民 室 長 が 指 定 し た 者 に 限

る。）、南予地方局総務企画部八幡浜支局総務県民室の

総務県民グループ担当係長（総務県民室長が指定した者

に限る。）及び東予地方局産業経済部産業振興課の企画

改 正 後 改 正 前

様式第２号（第５条関係） 所得等報告書

省略

１ 所得

様式第２号（第５条関係） 所得等報告書

省略

１ 所得

省略 省略

分

離

課

税

省略

分

離

課

税

省略

一般株式等の事業・譲渡・雑所得 株式等 の事業・譲渡・雑所得

上場株式等の事業・譲渡・雑所得
上場株式等の配当所得

上場株式等の利子・配当所得

省略 省略

省略 省略

２ 省略

注 省略

２ 省略

注 省略
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調整係長

二～六 省略

調整係長

二～六 省略

省略 省略

（隔地払）

第６８条 会計管理者は、隔地払をするときは、支払指示書（様式第

３４号）を指定金融機関又は指定代理金融機関に、送金通知書（様

式第３６号）を債権者に、それぞれ 送付しなけれ

ばならない。この場合において、支払場所が指定金融機関又は指

定代理金融機関以外の金融機関であるときは、指定金融機関又は

指定代理金融機関をして送金小切手により送金させるものとす

る。

（送金通知書の再発行）

第６９条 省略

２ 省略

３ 会計管理者は、前項の規定により再発行する書類には、「再発

行」と朱書し、債権者 に送付しなけ

ればならない。

（給与等の支払資金の隔地払）

第８１条 会計管理者は、給与資金前渡担任者に給与等の支払資金を

隔地払するときは、第６８条の規定にかかわらず、支払指示書及び

給与送金支払通知書（様式第４８号）を指定金融機関又は指定代理

金融機関に送付しなければならない。

（隔地払の手続）

第２０８条 指定金融機関又は指定代理金融機関は 、第８１条

又は第８９条第２項の規定により書類の送付を受けた場合であつて

、支払場所が取扱店又は代理取扱店で

あるときは、直ちに、給与送金支払通知書及び恩給支出内訳書を

当該取扱店又は代理取扱店に

送付

しなければならない。

２ 省略

第４節 有価証券

第２２１条及び第２２２条 削除

第２２３条 省略

別表第４（第７８条、第２２６条関係）

（隔地払）

第６８条 会計管理者は、隔地払をするときは、支払指示書（様式第

３４号）及び 送金通知書（様

式第３６号）を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなけれ

ばならない。この場合において、支払場所が指定金融機関又は指

定代理金融機関以外の金融機関であるときは、指定金融機関又は

指定代理金融機関をして送金小切手により送金させるものとす

る。

（送金通知書の再発行）

第６９条 省略

２ 省略

３ 会計管理者は、前項の規定により再発行する書類には、「再発

行」と朱書し、指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなけ

ればならない。

（給与等の支払資金の隔地払）

第８１条 会計管理者は、給与資金前渡担任者に給与等の支払資金を

隔地払するときは、第６８条に規定する送金通知書に代えて

給与送金支払通知書（様式第４８号）を

送付しなければならない。

（隔地払の手続）

第２０８条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第６８条、第８１条

又は第８９条第２項の規定により書類の送付を受けた場合は、直ち

に、送金通知書を債権者に、支払場所が取扱店又は代理取扱店で

あるときは 給与送金支払通知書及び恩給支出内訳書を

当該取扱店又は代理取扱店に、支払場所が取扱店又は代理取扱店

以外の金融機関であるときは送金小切手を債権者にそれぞれ送付

しなければならない。

２ 省略

第４節 基金、歳入歳出外現金及び有価証券

（基金整理簿の記帳）

第２２１条 指定金融機関は、基金の受入れ又は払出しをしたとき

は、そのつど基金整理簿に記帳しなければならない。

（歳入歳出外現金整理簿の記帳）

第２２２条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、歳入歳出外現金

の受入れ（指定金融機関にあつては、収納代理金融機関が収納し

た歳入歳出外現金の受領を含む。）又は払出しをしたときは、そ

のつど歳入歳出外現金整理簿に記帳しなければならない。

（有価証券の保管等）

第２２３条 省略

別表第４（第７８条、第２２６条関係）

帳簿の種類及び様式 記帳の原因、時期等 記帳者 帳簿の種類及び様式 記帳の原因、時期等 記帳者

省略 省略

基金整理簿（様式第

１４５号）

基金の受入れ又は払

出しをしたとき。

総括店

歳入歳出外現金整理

簿（様式第１４６号）

歳入歳出外現金の受

入れ又は払出しをし

たとき。

総括店

代理総括店

主管取扱店

代理主管取扱店
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第２条 愛媛県会計規則の一部を次のように改正する。

様式第３６号（その１）を次のように改める。

省略 省略

様式第２号（第８条、第５４条関係） 引継書

様式第２号（その１） 省略

様式第２号（その２）

様式第２号（第８条、第５４条関係） 引継書

様式第２号（その１） 省略

様式第２号（その２）

省略

１ 現金、有価証券及び 小切手帳

� 現 金 ￥

内 訳

省略

１ 現金、有価証券および小切手帳

� 現 金 ￥

内 訳

金 額 種 別 摘 要 金 額 種 別 摘 要

年度歳入金 うち証券 円 年度歳入金 内 証券 円

省略 省略

�・� 省略

２ 物 品

物品出納簿、動物出納簿、消耗品等・生産品出納簿、

「何」簿及び 「何」簿の現在高のとおり。

３～５ 省略

�・� 省略

２ 物 品

備品出納簿、動物出納簿、消耗品出納簿 、

「何」簿および「何」簿の現在高のとおり。

３～５ 省略

様式第３７号（第６９条、第２１９条関係） 送金通知書再発行請求書 様式第３７号（第６９条、第２１９条関係） 送金通知書再発行請求書

省略 省略

送

金

通

知

書

省略 送

金

通

知

書

省略

受取場所 支払場所

省略 省略

省略 省略

注 省略 注 省略

愛 媛 県 報平成２９年４月１日 第２８６１号外２

１０
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様式第３６号（その２）中「支払場所」を「受取場所」に、「支払金額」を「受取金額」に改める。

「 理由 受領印

����������������

「 理由

��������

様式第１０９号中「支払場所」を「受取場所」に、 を に改める。

」 」

様式第１４５号及び様式第１４６号を次のように改める。

様式第１４５号及び様式第１４６号 削除

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則施行の際現に交付されている改正前の愛媛県会計規則様式第３６号の規定による書類は、改正後の愛媛県会計規則様式第３６号

の規定による書類とみなす。

３ この規則施行の際現にある改正前の愛媛県会計規則様式第３６号及び様式第３７号の規定による書類の用紙は、当分の間、これを使用す

ることができる。

�愛媛県規則第２３号
地方公営企業法第３９条第２項の規定により知事が定める職に関する規則及び地方公営企業法第１５条第１項ただし書に規定する主要な職員

を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

地方公営企業法第３９条第２項の規定により知事が定める職に関する規則及び地方公営企業法第１５条第１項ただし書に規定する主要な

職員を定める規則の一部を改正する規則

（地方公営企業法第３９条第２項の規定により知事が定める職に関する規則の一部改正）

第１条 地方公営企業法第３９条第２項の規定により知事が定める職に関する規則（昭和４６年愛媛県規則第２３号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（地方公営企業法第１５条第１項ただし書に規定する主要な職員を定める規則の一部改正）

第２条 地方公営企業法第１５条第１項ただし書に規定する主要な職員を定める規則（昭和４６年愛媛県規則第２４号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３９条第２項の規定に

より、知事が定める職は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 病院の院長、副院長、センター長、事務局長及び事務局次長

並びに県立中央病院及び県立新居浜病院の総務医事課長及び総

務医事課主幹（人事及び給与に関する事務又は経営企画に関す

る事務を担当するものに限る。）並びに県立今治病院

の総務課長

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３９条第２項の規定に

より、知事が定める職は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 病院の院長、副院長、センター長、事務局長及び事務局次長

並びに県立中央病院 の総務医事課長及び総

務医事課主幹（人事及び給与に関する事務又は経営企画に関す

る事務を担当するものに限る。）並びに県立今治病院及び県立

新居浜病院の総務課長

改 正 後 改 正 前

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１５条第１項ただし書

に規定する主要な職員は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 病院の院長、副院長、センター長、事務局長及び事務局次長

並びに県立中央病院及び県立新居浜病院の総務医事課長及び総

務医事課主幹（人事及び給与に関する事務又は経営企画に関す

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１５条第１項ただし書

に規定する主要な職員は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 病院の院長、副院長、センター長、事務局長及び事務局次長

並びに県立中央病院 の総務医事課長及び総

務医事課主幹（人事及び給与に関する事務又は経営企画に関す
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告 示

�������
�愛媛県告示第３８０号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第

１２条第５項の規定に基づき、松山港港湾施設の概要を次のとおり公

示する。

平成２９年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３８１号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、県営住宅の家賃の収納の事務を次のとおり委託した。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第３７９号
愛媛県個人情報保護条例第２９条第１項の規定による口頭による開示請求をすることができる個人情報（平成１４年３月愛媛県告示第７０１号）

の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２９年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

る事務を担当するものに限る。）並びに県立今治病院

の総務課長

る事務を担当するものに限る。）並びに県立今治病院及び県立

新居浜病院の総務課長

改 正 後 改 正 前

口頭による開示請求をするこ

とができる個人情報の内容

口頭による

開示請求を

することが

できる期間

口頭による開示

請求をすること

ができる場所

口頭による開示請求をするこ

とができる個人情報の内容

口頭による

開示請求を

することが

できる期間

口頭による開示

請求をすること

ができる場所試験等の名称 開示する内容 試験等の名称 開示する内容

省略 省略

海外派遣農業

研修生選考

学力試験の得

点

選考発表の

日から１月

間

農林水産部農政

企画局農政課農

地・担い手対策

室

海外派遣農業

研修生選考

学力試験の得

点

選考発表の

日から１月

間

農林水産部農業

振興局農産園芸

課担い手・農地

保全対策室

省略 省略

農業機械利用

技能者技能検

定試験

学科試験の得

点及び実技試

験の合否

合格発表の

日から１月

間

農林水産部農政

企画局農政課農

地・担い手対策

室

農業機械利用

技能者技能検

定試験

学科試験の得

点及び実技試

験の合否

合格発表の

日から１月

間

農林水産部農業

振興局農産園芸

課担い手・農地

保全対策室

省略 省略

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

護 岸
松山市大可賀三丁目１４５９

番１地先
延長 ２１７．０メートル

岸 壁
松山市大可賀三丁目１４５９

番１地先

水深 １３．０メートル

延長 ２６０．０メートル

（取付護岸延長３０．０メートル）

臨 港 道 路

起点 松山市大可賀三丁

目１４７０番２

終点 松山市大可賀三丁

目１４５９番１

延長 １６２．２メートル

幅員 １２．０メートル

道 路

起点 松山市大可賀三丁

目１４５９番１

終点 松山市大可賀三丁

目１４６６番１

延長 ２５２．０メートル

幅員 ７．０メートル

軌道走行式荷

役機械（ガン

トリークレー

ン）

松山市大可賀三丁目１４５９

番１地先

数量 １基

能力 吊り上げ荷重４８．２トン

荷さばき地 同 上 面積 ２６，１７５平方メートル

船舶給水施設 同 上
給水能力 毎分０．４立法メートル

数量 ２基

泊 地 同 上
面積 １８２，１００平方メートル

水深 １３．０メートル
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訓 令
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平成２９年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 委託した事務の範囲及び内容

県営住宅家賃のうち、県営住宅を退去した者に係る滞納家賃の

収納の事務

２ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

ニッテレ債権回収株式会社

東京都港区芝浦三丁目１６番２０号

３ 委託期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第３８２号
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律

第５３号）第１５条第１項の規定により、次のとおり同項に規定する登

録建築物エネルギー消費性能判定機関に同法第１２条第１項及び第２

項並びに第１３条第２項及び第３項の建築物エネルギー消費性能適合

性判定を行わせることとした。

平成２９年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業

務

建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

２ 行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業

務の開始の日

平成２９年４月１日

�愛媛県訓令第１号
庁 中 一 般

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２９年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令

愛媛県処務細則（昭和２９年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第２号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２９年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次

第１章・第２章 省略

第３章 職務及び係の事務分掌（第３条 ―第３４条）

第４章～第７章 省略

附則

第１３条の３ 省略

（県外競技調整監）

第１３条の４ 県外競技調整監は、上司の命を受け、県外において開

催される競技の円滑な運営に向け、市町村等関係機関との調整及

び県外において開催される競技会の運営の統括に係る事務を処理

する。

目次

第１章・第２章 省略

第３章 職務及び係の事務分掌（第２条の２―第３４条）

第４章～第７章 省略

附則

（特命理事）

第２条の２ 特命理事は、知事の命を受け、首都圏における特命事

項を処理する。

第１３条の３ 省略
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改 正 後 改 正 前

（決裁事項）

第４条 省略

２ 省略

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するも

のについては、特に上司の決裁又は指揮を受けなければならな

い。

�～� 省略

別表第１（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

（決裁事項）

第４条 省略

２ 省略

３ 前各項の規定にかかわらず、次の各号の一 に該当するも

のについては、特に上司の決裁又は指揮を受けなければならな

い。

�～� 省略

別表第１（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

事務の

種 類
事 項

決裁区分

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

１～３

省略

１～３

省略

４ 個人

情報の

保護に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 省略 ４ 個人

情報保

護法

の

施行に

関する

事務

１ 省略

２ 個人情報取扱事業者に関する

こと。

２ 個人情報取扱事業者に関する

こと。

� 報告の徴収（第３２条

）

○ � 報告の徴収（第３２条、第５１

条、個人情報の保護に関する

法律施行令（以下この部にお

いて「政令」という。）第１１

条第１項）

○

� 助言（第３３条

）

○ � 助言（第３３条、第５１条、政

令第１１条第１項）

○

� 勧告及び命令（第３４条

）

○ � 勧告及び命令（第３４条、第

５１条、政令第１１条第１項）

○

� 主務大臣への報告（個人情

報の保護に関する法律施行令

（以下この部において「政

令」という。）第１１条第４

項）

○ � 主務大臣への報告（政令

第１１条第４

項）

○

３ 認定個人情報保護団体に関す

ること。

３ 認定個人情報保護団体に関す

ること。

� 認定（第３７条第１項

）

○ � 認定（第３７条第１項、第５１

条、政令第１１条第２項）

○

� 認定の公示（第３７条第３

項、第５１条、政令第１１条第２

項）

○

� 名称等の変更の届出の受理

（政令第９条第３項

）

○ � 名称等の変更の届出の受理

（政令第９条第３項、第１１条

第５項）

○

� 認定業務の廃止の届出の受

理（第４０条

）

○ � 認定業務の廃止の届出の受

理（第４０条、第５１条、政令第

１１条第２項）

○

� 報告の徴収（第４６条

）

○ � 報告の徴収（第４６条、第５１

条、政令第１１条第２項）

○

愛 媛 県 報平成２９年４月１日 第２８６１号外２

１６



� 措置命令（第４７条

）

○ � 措置命令（第４７条、第５１

条、政令第１１条第２項）

○

� 認定の取消し（第４８条第１

項

）

○ � 認定の取消し（第４８条第１

項、第５１条、政令第１１条第２

項）

○

� 取消しの公示（第４８条第２

項、第５１条、政令第１１条第２

項）

○

５～２６

省略

５～２６

省略

２７ 要綱

その他

の規程

で公表

を要し

ないも

のの施

行に関

する事

務

１ 指定、認定、許可、認可、承

認、届出、報告等に関するこ

と。

２７ 要綱

その他

の規程

で公表

を要し

ないも

のの施

行に関

する事

務

１ 指定、認定、許可、認可、承

認、届出、報告等に関するこ

と。

� 省略 � 省略

� 重要なもの � 重要なもの ○

ア 高度な判断を要するもの ○

イ ア以外のもの ○

� 省略 � 省略

備考 １ 省略

２ 室に属する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適

用については、同表決裁区分の欄中「課長」とあるの

は、「室長」とする。

�～� 省略

� ２６の部１の項�及び�

� ２７の部１の項�ア

３～６ 省略

７ 県民環境部防災局に属する事務に係る次に掲げるこ

の表の規定の適用については、同表決裁区分の欄中

「部長」とあるのは、「防災安全統括部長」とする。

�・� 省略

� ４の部２の項�並びに３の項�及び�

	～� 省略

� １１の 部１の 項� 、�、
か ら�ま で、�及 び

、２の項� 、�から
まで及び�

並びに３の項

�～ 省略

� ２７の部１の項�ア

８～１３ 省略

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

備考 １ 省略

２ 室に属する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適

用については、同表決裁区分の欄中「課長」とあるの

は、「室長」とする。

�～� 省略

� ２６の部１の項�ア

３～６ 省略

７ 県民環境部防災局に属する事務に係る次に掲げるこ

の表の規定の適用については、同表決裁区分の欄中

「部長」とあるのは、「防災安全統括部長」とする。

�・� 省略

� ４の部２の項�並びに３の項�及び�

	～� 省略

� １１の 部１の 項 の�、�、
か ら�ま で、�及 び

、２の項�、�、�から
まで、�、�から�ま

で及び�並びに３の項

�～ 省略

８～１３ 省略

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

県

民

１～６

省略

県

民

１～６

省略
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生

活

課

７ ゴル

フ場等

に係る

会員契

約の適

正化に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 必要な措置の指示（第１０

条）

○ 生

活

課２ 業務の停止命令（第１１条） ○

３ 報告の徴収及び立入検査

（第１７条第１項）

○

４ 主務大臣への報告（ゴルフ

場等に係る会員契約の適正化

に関する法律施行令第８条第

２項）

○

８ 省略 ７ 省略

９ 省略 ８ 省略

１０ 省略 ９ 省略

１１ 省略 １０ 省略

１２ 省略 １１ 省略

１３ 省略 １２ 省略

１４ 省略 １３ 省略

１５ 省略 １４ 省略

１６ 省略 １５ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

男

女

参

画

・

県

民

協

働

課

１・２

省略

男

女

参

画

・

県

民

協

働

課

１・２

省略

３ 特定

非営利

活動促

進法の

施行に

関する

事務

１ 省略 ３ 特定

非営利

活動促

進法の

施行に

関する

事務

１ 省略

２ 認証の申請の公告及び公表

並びに縦覧（第１０条第２項、

第２５条第５項、第３４条第５

項）

○ ２ 認証の申請の公告及び

縦覧（第１０条第２項、

第２５条第５項、第３４条第５

項）

○

３～２４ 省略 ３～２４ 省略

２５ 特例認定（第４９条第１項か

ら第３項まで、第５８条第１

項、第６２条）

○ ２５ 仮認定 （第４９条第１項か

ら第３項まで、第５８条第１

項、第６２条）

○

２６～３２ 省略 ２６～３２ 省略

４～９

省略

４～９

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

環

境

政

１～３

省略

環

境

政

１～３

省略

４ アメ １ 基本計画の策定及び変更 ○
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策

課

策

課

ニティ

施策の

推進に

関する

事務

２ 基本計画に基づく施策の推

進

○

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

６ 省略 ７ 省略

７ 省略 ８ 省略

８ 省略 ９ 省略

９ 省略 １０ 省略

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１４ 省略 １５ 省略

１５ 省略 １６ 省略

１６ 特定

特殊自

動車排

出ガス

の規制

等に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 技術基準適合命令（第１８条

第１項）

○

２ 指導及び助言（第２８条第２

項）

○

３ 報告の徴収（第２９条第２

項）

○

４ 立入検査（第３０条第２項） ○

５ 主務大臣への報告（第１８条

第２項、第２８条第３項、第２９

条第４項、第３０条第４項）

○

１７～３１

省略

１７～３１

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

循

環

型

社

会

推

進

課

１～４

省略

循

環

型

社

会

推

進

課

１～４

省略

５ ポリ

塩化ビ

フェニ

ル廃棄

物の適

正な処

理の推

進に関

する特

別措置

１ 省略 ５ ポリ

塩化ビ

フェニ

ル廃棄

物の適

正な処

理の推

進に関

する特

別措置

１ 省略

２ 代執行に関すること。

� 高濃度ポリ塩化ビフェニ

ル廃棄物の処分等の措置

（第１３条第１項）

○

� 処分等の措置に要した費

用の徴収（第１３条第２項）

○
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法の施

行に関

する事

務

法の施

行に関

する事

務

６～８

省略

６～８

省略

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

保

健

福

祉

課

１～６

省略

保

健

福

祉

課

１～６

省略

７ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 社会福祉法人に関するこ

と。

７ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 社会福祉法人に関するこ

と。

� 省略 � 省略

� 一時評議員及び一時役員

の選任（第４２条第２項、第

４５条の６第２項）

○ � 仮理事及び特別代理人の

選任（第３９条の３、第３９条

の４）

○

� 評議員会の招集の許可

（第４５条の９第５項）

○ � 監事からの報告の受理

（第４０条）

○

� 定款の変更の認可（第４５

条の３６第２項）

○ � 定款の変更の認可（第４３

条第１項 ）

○

� 定款変更の届出の受理

（第４５条の３６第４項）

○ � 定款変更の届出の受理

（第４３条第３項 ）

○

�・� 省略 �・� 省略

� 清算人の届出の受理（第

４６条の６第４項、第５項）

○ � 清算人の届出の受理（第

４６条の７ ）

○

	 清算結了の届出の受理

（第４７条の５）

○ 	 清算結了の届出の受理

（第４７条の３）

○


 合併の認可（第５０条第３

項、第５４条の６第２項）

○ 
 合併の認可（第４９条第２

項 ）

○

� 社会福祉充実計画の承認

（第５５条の２第１項）

○

� 社会福祉充実計画に係る

必要な助言その他の支援

（第５５条の２第８項、第５５

条の３第３項）

○

 関係地方公共団体の長に

対する協力の要請（第５５条

の２第１０項、第５５条の３第

３項）

○

� 社会福祉充実計画の変更

の承認（第５５条の３第１

項）

○

� 社会福祉充実計画の変更

の届出の受理（第５５条の３

第２項）

○
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� 社会福祉充実計画の終了

の承認（第５５条の４）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 	 省略


 省略 � 省略

� 省略 � 省略

 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 計算書類等及び財産目録

等の届出の受理（第５９条）

○

� 省略 
 省略

２～４ 省略 ２～４ 省略

８～２０

省略

８～２０

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

医

療

対

策

課

１ 医療

法の施

行に関

する事

務

１・２ 省略 医

療

対

策

課

１ 医療

法の施

行に関

する事

務

１・２ 省略

３ 広告の中止命令等（第６条

の８第２項）

○

３ 省略 ４ 省略

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

６ 省略 ７ 省略

７ 省略 ８ 省略

８ 省略 ９ 省略

９ 省略 １０ 省略

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１４ 省略 １５ 省略

１５ 省略 １６ 省略

１６ 地域医療支援病院の承認の

取消し（第２９条第３項、第６

項）

○ １７ 地域医療支援病院の承認の

取消し（第２９条第３項、第５

項）

○

１７ 省略 １８ 省略

１８ 医療計画の策定及び変更

（第３０条の４第１項、第１６

項、第３０条の６）

○ １９ 医療計画の策定及び変更

（第３０条の４第１項、第１５

項、第３０条の６）

○
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１９ 医療計画の策定に必要な他

県との連絡調整（第３０条の４

第１３項）

○ ２０ 医療計画の策定に必要な他

県との連絡調整（第３０条の４

第１２項）

○

２０ 医療計画の策定及び変更に

係る意見の聴取（第３０条の４

第１４項、第１５項）

○ ２１ 医療計画の策定及び変更に

係る意見の聴取（第３０条の４

第１３項、第１４項）

○

２１ 省略 ２２ 省略

２２ 省略 ２３ 省略

２３ 省略 ２４ 省略

２４ 省略 ２５ 省略

２５ 省略 ２６ 省略

２６ 省略 ２７ 省略

２７ 省略 ２８ 省略

２８ 省略 ２９ 省略

２９ 省略 ３０ 省略

３０ 省略 ３１ 省略

３１ 省略 ３２ 省略

３２ 省略 ３３ 省略

３３ 省略 ３４ 省略

３４ 医療法人の事業報告書等の

届出の受理（第５２条第１項、

第７０条の１４）

○ ３５ 医療法人の事業報告書等の

届出の受理（第５２条第１項

）

○

３５ 定款等の閲覧（第５２条第２

項、第７０条の１４）

○ ３６ 定款等の閲覧（第５２条第２

項 ）

○

３６ 医療法人等の定款又は寄附

行為の変更の認可及び届出の

受理（第５４条の９第３項、第

５項、第７０条の１８）

○ ３７ 医療法人 の定款又は寄附

行為の変更の認可及び届出の

受理（第５４条の９第３項、第

５項 ）

○

３７ 医療法人等の解散の認可及

び届出の受理（第５５条第６項

から第８項まで、第７０条の

１５）

○ ３８ 医療法人 の解散の認可及

び届出の受理（第５５条第６項

から第８項まで

）

○

３８ 清算人の届出の受理（第５６

条の６、第７０条の１５）

○ ３９ 清算人の届出の受理（第５６

条の６ ）

○

３９ 清算結了の届出の受理（第

５６条の１１、第７０条の１５）

○ ４０ 清算結了の届出の受理（第

５６条の１１ ）

○

４０ 医療法人等の解散等につい

ての裁判所への意見の陳述

（第５６条の１２第４項、第７０条

の１５）

○ ４１ 医療法人 の解散等につい

ての裁判所への意見の陳述

（第５６条の１２第４項

）

○

４１ 省略 ４２ 省略

４２ 省略 ４３ 省略

４３ 医療法人等に対する報告の

徴収及び立入調査（第６３条第

１項、第７０条の２０）

○ ４４ 医療法人 に対する報告の

徴収及び立入調査（第６３条第

１項 ）

○

４４ 医療法人等に対する必要な

措置及び業務の停止の命令並

びに役員の解任の勧告（第６４

条、第７０条の２０）

○ ４５ 医療法人 に対する必要な

措置及び業務の停止の命令並

びに役員の解任の勧告（第６４

条 ）

○
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４５ 省略 ４６ 省略

４６ 省略 ４７ 省略

４７ 弁明を聴取する職員の指名

及び弁明の機会の付与（第６７

条第１項、第７０条の２３）

○ ４８ 弁明を聴取する職員の指名

及び弁明の供与 （第６７

条第１項 ）

○

４８ 医療連携推進認定（第７０条

第１項、第７０条の３第２項、

第７０条の６、医療法施行令

（以下この部において「政

令」という。）第５条の１５の

４第１項）

○

４９ 医療連携推進認定に関する

事務を行う都道府県知事の決

定（第７０条の２第５項）

○

５０ 医療連携推進業務の実施に

支障のないことの確認（第７０

条の８第３項、第５項）

○

５１ 地域医療連携推進法人の代

表理事の選定及び解職の認可

（第７０条の１９）

○

５２ 医療連携推進認定の取消し

（第７０条の２１第１項から第４

項まで、第６項、政令第５条

の１５の４第３項）

○

５３ 診療所の病床設置の届出の

受理（政令第３条の３）

○

５４ 診療所の病床数等の変更の

届出の受理（政令第４条第２

項）

○

５５ 実施計画の変更の認定及び

届出の受理（政令 第

５条の５の４第１項、第３

項）

○ ４９ 実施計画の変更の認定及び

届出の受理（医療法施行令第

５条の５の４第１項、第３

項）

○

５６ 実施計画の実施状況を記載

した書類等の受理（政令

第５条の５の５）

○ ５０ 実施計画の実施状況を記載

した書類等の受理（医療法施

行令第５条の５の５）

○

５７ 実施計画の認定の取消し

（第６４条の２第２項、政令

第５条の５の６第１

項、第２項）

○ ５１ 実施計画の認定の取消し

（第６４条の２第２項、医療法

施行令第５条の５の６第１

項、第２項）

○

５８ 医療法人の登記の届出の受

理（政令 第５条の

１２）

○ ５２ 医療法人の登記の届出の受

理（医療法施行令第５条の

１２）

○

５９ 医療法人の役員の変更の届

出の受理（政令 第５

条の１３）

○ ５３ 医療法人の役員の変更の届

出の受理（医療法施行令第５

条の１３）

○

６０ 医療連携推進認定等につい

ての認定都道府県知事への意

見の陳述（政令第５条の１５の

４）

○
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２～２３

省略

２～２３

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

薬

務

衛

生

課

１～２１

省略

薬

務

衛

生

課

１～２１

省略

２２ 食鳥

処理の

事業の

規制及

び食鳥

検査に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１・２ 省略 ２２ 食鳥

処理の

事業の

規制及

び食鳥

検査に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１・２ 省略

３ 指定検査機関に関するこ

と。

� 指定（第２１条第１項、第

２３条第１項）

○

� 変更の届出の処理（第２３

条第２項、第３項）

○

� 報告の受理（第２５条第３

項）

○

� 役員の選任及び解任の認

可（第２６条第１項）

○

� 検査員の選任及び解任の

届出の受理（第２６条第２

項）

○

� 役員及び検査員の解任命

令（第２６条第３項）

○

� 業務規程の認可及び変更

認可（第２８条第１項）

○

� 業務規程の変更命令（第

２８条第２項）

○

	 事業計画等の認可及び変

更認可（第２９条第１項）

○


 事業報告書等の受理（第

２９条第２項）

○

� 監督命令（第３１条） ○

� 業務の休廃止の許可（第

３２条第１項、第３項）

○

 指定の取消し等（第３３

条）

○

� 知事による食鳥検査の業

務の実施（第３５条第１項、

第２項）

○

� 報告の徴収（第３７条第２

項）

○

� 立入検査（第３８条第２

項）

○

２３～２６

省略

２３～２６

省略
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

子

育

て

支

援

課

１・２

省略

子

育

て

支

援

課

１・２

省略

３ 愛媛

県母子

家庭及

び父子

家庭小

口資金

貸付要

綱（昭

和２９年

１１月２９

日 制

定）の

施行に

関する

事務

１ 小口資金の貸付決定、交付

及び償還

○

３ 省略 ４ 省略

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

６ 児童

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 ７ 児童

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略

２ 指定児童福祉司養成施設等

に関すること。

２ 指定児童福祉司養成施設等

に関すること。

� 指定（第１３条第３項第１

号）

○ � 指定（第１３条第２項第１

号）

○

�～� 省略 �～� 省略

３ 福祉の措置に関すること。 ３ 福祉の措置に関すること。

� 縁組の承諾の許可（第３３

条の８第２項、第４７条第１

項）

○ � 縁組の承諾の許可（第３３

条の７第２項、第４７条第１

項）

○

� 児童福祉施設入所措置費

（医療費に係るものを除

く。）の負担（第５０条、第

５５条 ）

○ � 児童福祉施設入所措置費

（医療費に係るものを除

く。）の負担（第５０条及び

第５５条）

○

�・� 省略 �・� 省略

４ 児童健全育成事業の推進に

関すること。

４ 児童健全育成事業の推進に

関すること。

� 児童委員の指揮監督（第

１７条第４項）

○ � 児童委員の指揮監督（第

１２条第４項）

○

�・� 省略 �・� 省略

５～７ 省略 ５～７ 省略

７ 省略 ８ 省略

８ 省略 ９ 省略

９ 省略 １０ 省略
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１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 社会福祉法人に関するこ

と。

１３ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 社会福祉法人に関するこ

と。

� 省略 � 省略

� 一時評議員及び一時役員

の選任（第４２条第２項、第

４５条の６第２項）

○ � 仮理事及び特別代理人の

選任（第３９条の３、第３９条

の４）

○

� 評議員会の招集の許可

（第４５条の９第５項）

○

� 定款の変更の認可（第４５

条の３６第２項）

○ � 定款の変更の認可（第４３

条第１項 ）

○

� 定款変更の届出の受理

（第４５条の３６第４項）

○ � 定款変更の届出の受理

（第４３条第３項 ）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 清算人の届出の受理（第

４６条の６第４項、第５項）

○ � 清算人の届出の受理（第

４６条の７ ）

○

	 清算結了の届出の受理

（第４７条の５）

○ � 清算結了の届出の受理

（第４７条の３）

○


 合併の認可（第５０条第３

項、第５４条の６第２項）

○ 	 合併の認可（第４９条第２

項 ）

○

� 社会福祉充実計画の承認

（第５５条の２第１項）

○

� 社会福祉充実計画に係る

必要な助言その他の支援

（第５５条の２第８項、第５５

条の３第３項）

○

 関係地方公共団体の長に

対する協力の要請（第５５条

の２第１０項、第５５条の３第

３項）

○

� 社会福祉充実計画の変更

の承認（第５５条の３第１

項）

○

� 社会福祉充実計画の変更

の届出の受理（第５５条の３

第２項）

○

� 社会福祉充実計画の終了

の承認（第５５条の４）

○

� 省略 
 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹
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障

が

い

福

祉

課

１ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 社会福祉法人に関するこ

と。

障

が

い

福

祉

課

１ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 社会福祉法人に関するこ

と。

� 省略 � 省略

� 一時評議員及び一時役員

の選任（第４２条第２項、第

４５条の６第２項）

○ � 仮理事及び特別代理人の

選任（第３９条の３、第３９条

の４）

○

� 評議員会の招集の許可

（第４５条の９第５項）

○

� 定款の変更の認可（第４５

条の３６第２項）

○ � 定款の変更の認可（第４３

条第１項 ）

○

� 定款変更の届出の受理

（第４５条の３６第４項）

○ � 定款変更の届出の受理

（第４３条第３項 ）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 清算人の届出の受理（第

４６条の６第４項、第５項）

○ � 清算人の届出の受理（第

４６条の７ ）

○

	 清算結了の届出の受理

（第４７条の５）

○ � 清算結了の届出の受理

（第４７条の３）

○


 合併の認可（第５０条第３

項、第５４条の６第２項）

○ 	 合併の認可（第４９条第２

項 ）

○

� 社会福祉充実計画の承認

（第５５条の２第１項）

○

� 社会福祉充実計画に係る

必要な助言その他の支援

（第５５条の２第８項、第５５

条の３第３項）

○

 関係地方公共団体の長に

対する協力の要請（第５５条

の２第１０項、第５５条の３第

３項）

○

� 社会福祉充実計画の変更

の承認（第５５条の３第１

項）

○

� 社会福祉充実計画の変更

の届出の受理（第５５条の３

第２項）

○

� 社会福祉充実計画の終了

の承認（第５５条の４）

○

� 省略 
 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

２・３

省略

２・３

省略

４ 児童

福祉法

の施行

に関す

る事務

１～３ 省略 ４ 児童

福祉法

の施行

に関す

る事務

１～３ 省略

４ 福祉の措置に関すること。 ４ 福祉の措置に関すること。

� 障害児入所給付費及び特

定入所障害児食費等給付費

の支弁（第５０条第６号の

３）

○ � 障害児入所給付費及び特

定入所障害児食費等給付費

の支弁（第５０条第６号の

４）

○
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� 高額障害児入所給付費及

び障害児入所医療費の支弁

（第５０条第６号の３）

○ � 高額障害児入所給付費及

び障害児入所医療費の支弁

（第５０条第６号の４）

○

�・� 省略 �・� 省略

５ 省略 ５ 省略

６ 障害児通所給付に関する事

務等の市町に対する助言等に

係る計画の作成

○

５～１１

省略

５～１１

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

長

寿

介

護

課

１～３

省略

長

寿

介

護

課

１～３

省略

４ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 社会福祉法人に関するこ

と。

４ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 社会福祉法人に関するこ

と。

� 省略 � 省略

� 一時評議員及び一時役員

の選任（第４２条第２項、第

４５条の６第２項）

○ � 仮理事及び特別代理人の

選任（第３９条の３、第３９条

の４）

○

� 評議員会の招集の許可

（第４５条の９第５項）

○

� 定款の変更の認可（第４５

条の３６第２項）

○ � 定款の変更の認可（第４３

条第１項 ）

○

� 定款変更の届出の受理

（第４５条の３６第４項）

○ � 定款変更の届出の受理

（第４３条第３項 ）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 清算人の届出の受理（第

４６条の６第４項、第５項）

○ � 清算人の届出の受理（第

４６条の７ ）

○

	 清算結了の届出の受理

（第４７条の５）

○ � 清算結了の届出の受理

（第４７条の３）

○


 合併の認可（第５０条第３

項、第５４条の６第２項）

○ 	 合併の認可（第４９条第２

項 ）

○

� 社会福祉充実計画の承認

（第５５条の２第１項）

○

� 社会福祉充実計画に係る

必要な助言その他の支援

（第５５条の２第８項、第５５

条の３第３項）

○

 関係地方公共団体の長に

対する協力の要請（第５５条

の２第１０項、第５５条の３第

３項）

○
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� 社会福祉充実計画の変更

の承認（第５５条の３第１

項）

○

� 社会福祉充実計画の変更

の届出の受理（第５５条の３

第２項）

○

� 社会福祉充実計画の終了

の承認（第５５条の４）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 	 省略

５～２６

省略

５～２６

省略

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

農

政

課

１～４

省略

農

政

課

１～４

省略

５ 農業

委員会

等に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 農業委員会ネットワーク機

構に関すること。


 指定等（第４２条） ○

� 業務規程の認可（第４４条

第１項）

○

� 業務規程の変更の命令

（第４４条第２項）

○

 事業計画書及び収支予算

書の認可及び変更の認可

（第４５条第１項）

○

� 事業報告書及び収支決算

書の提出の受理（第４５条第

２項）

○

� 業務の休廃止の許可（第

４６条）

○

� 報告の徴収及び立入検査

（第４８条第１項）

○

� 監督命令（第４９条） ○

� 指定の取消し（第５０条） ○

６ 農業

委員会

等補助

事業実

施要領

（昭和

４２年６

月６日

１ 農業委員会等補助事業の実

施農業委員会等の承認及び指

定

○
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付け農

林事務

次官通

達）の

施行に

関する

事務

７ 独立

行政法

人農業

者年金

基金法

の施行

に関す

る事務

１ 市町等農業者年金業務の受

託者に対する報告の徴収及び

検査の実施（第６４条第１項、

第６５条、独立行政法人農業者

年金基金法施行令第３６条）

○

５ 省略 ８ 省略

６ 省略 ９ 省略

７ 省略 １０ 省略

８ 省略 １１ 省略

９ 省略 １２ 省略

１０ 省略 １３ 省略

１４ 農村

地域工

業等導

入促進

法の施

行に関

する事

務

１ 農村地域工業等導入計画の

策定、公表及び承認に関する

こと。

� 県の工業等導入基本計画

の策定及び公表（第４条）

○

� 県の工業等導入実施計画

の作成及び公表（第５条）

○

� 市町の工業等導入実施計

画の同意（第５条第８項）

○

１５ 愛媛

県農村

地域工

業等導

入促進

条例の

施行に

関する

事務

１ 市町の工業等導入計画の承

認（第３条）

○

２ 農村地域工業等導入拠点地

域の指定（第４条）

○

３ 補助及び資金貸付けの助成

対象事業の認定（第５条）

○

１６ 農地

法の施

行に関

する事

務

１ 農地中間管理権の設定の裁

定（第３７条、第３８条第１項、

第３９条第１項、第４項、第４０

条第１項）

○

２ 所有者等を確知することが

できない農地を利用する権利

の設定の裁定（第３８条第１

項、第３９条第１項、第４項、

第４３条第１項から第３項ま

で）

○
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３ 立入調査等（第４９条第１

項、第３項）

○

４ 報告の要求（第５０条） ○

５ 農地に関する情報の利用等

（第５１条の２）

○

６ 売り渡した土地等の買戻し

（農地法等の一部を改正する

法律（平成２１年法律第５７号。

以下この部において「改正

法」という。）附則第６条第

３項の規定によりなおその効

力を有するものとされる改正

法第１条の規定による改正前

の農地法第５０条第２項、第３

項、第５５条第２項、第７２条第

２項、第４項）

○

７ 売り渡した土地等の状況の

検査（改正法附則第６条第３

項の規定によりなおその効力

を有するものとされる改正法

第１条の規定による改正前の

農地法第７１条）

○

８ 既墾地及び未墾地買収の土

地、立木等の売払い（改正法

附則第８条第４項によりなお

その効力を有するものとされ

る改正法第１条の規定による

改正前の農地法第８０条）

○

９ 未墾地の譲与（改正法附則

第６条第６項）

○

１０ 既墾地及び未墾地の登記

（改正法附則第６条第６項、

農地法施行令等の一部を改正

する政令（平成２１年政令第

２８５号）附則第１７条）

○

１１ 既墾地及び未墾地買収の土

地、立木等の管理（改正法附

則第８条第１項）

○

１２ 農林水産大臣の市町の指定

に関する意見の具申（農地法

施行令第９条第３項）

○

１３ 土地利用に関する他の法令

との調整

○

１７ 地域

資源を

活用し

た農林

漁業者

等によ

る新事

１ 総合化事業計画（農地法に

係るものに限る。）に関する

こと。

� 農林水産大臣の認定及び

変更の認定の協議に対する

同意（第５条第７項、第６

条第４項）

○

愛 媛 県 報平成２９年４月１日 第２８６１号外２
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業の創

出等及

び地域

の農林

水産物

の利用

促進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

� 農林水産大臣の認定及び

変更の認定についての関係

農業委員会の意見聴取（地

域資源を活用した農林漁業

者等による新事業の創出等

及び地域の農林水産物の利

用促進に関する法律施行令

（以下この部において「政

令」という。）第１条）

○

２ 研究開発・成果利用事業計

画に関すること。

� 主務大臣の認定及び変更

の認定の協議に対する同意

（第７条第５項、第８条第

４項）

○

� 主務大臣の認定及び変更

の認定についての関係農業

委員会の意見聴取（政令第

１条）

○

１１ 省略 １８ 省略

１２ 省略 １９ 省略

１３ 省略 ２０ 省略

２１ 農業

振興地

域の整

備に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 農用地等の確保等に関する

基本指針に対する意見の具申

（第３条の２第３項）

○

２ 関係市町の意見の聴取（第

３条の２第４項）

○

３ 農業振興地域基本方針の作

成及び変更（第４条、第５

条）

○

４ 農業振興地域の指定、区域

の変更及び指定の解除に関す

ること（第６条、第７条）。

� 農業振興地域の指定、区

域の変更及び指定の解除

（�に掲げるものを除

く。）

○

� 都市計画法の市街化区域

又は用途地域の決定及び変

更に伴う農業振興地域の区

域の変更

○

５ 農用地利用計画の審査の申

立てに対する裁決（第１１条）

○

６ 土地利用についての調停案

の作成及び受諾の勧告（第１５

条）

○

２２ 国有

農地の

１ 国の債権の管理等（会計法

第４８条）

○

愛 媛 県 報平成２９年４月１日 第２８６１号外２
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管理等

に係る

債権及

び歳入

等に関

する事

務

２ 国の歳入の徴収（会計法第

４８条）

○

２３ 地域

再生法

の施行

に関す

る事務

１ 遊休工場用地等に工業等以

外の産業を導入する事業に関

する事項の同意（第５条第６

項）

○

２ 地域農林水産業振興施設整

備計画の同意（第１７条の１５第

４項）

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

室

長

農

地

・

担

い

手

対

策

室

１ 農業

委員会

等に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 農業委員会ネットワーク機

構に関すること。

� 指定（第４２条） ○

� 業務規程の認可（第４４条

第１項）

○

� 業務規程の変更の命令

（第４４条第２項）

○

� 事業計画書及び収支予算

書の認可及び変更の認可

（第４５条第１項）

○

� 事業報告書及び収支決算

書の受理（第４５条第２項）

○

� 業務の休廃止の許可（第

４６条）

○

� 報告の徴収及び立入検査

（第４８条第１項）

○

� 監督命令（第４９条） ○

	 指定の取消し（第５０条） ○

２ 独立

行政法

人農業

者年金

基金法

の施行

に関す

る事務

１ 市町等農業者年金業務の受

託者に対する報告の徴収及び

検査の実施（第６４条第１項、

独立行政法人農業者年金基金

法施行令第３６条第３項）

○

３ 農村

地域工

業等導

入促進

１ 農村地域工業等導入計画に

関すること。

� 県の基本計画の策定（第

４条第１項、第６項）

○

愛 媛 県 報平成２９年４月１日 第２８６１号外２

３３



法の施

行に関

する事

務

� 主務大臣への協議（第４

条第５項）

○

� 市町の実施計画の同意

（第５条第９項）

○

４ 愛媛

県農村

地域工

業等導

入促進

条例の

施行に

関する

事務

１ 市町の工業等導入計画の承

認（第３条第１項）

○

２ 農村地域工業等導入拠点地

域の指定（第４条）

○

３ 補助及び資金貸付けの助成

対象事業の認定（第５条）

○

５ 農地

法の施

行に関

する事

務

１ 農地中間管理権及び利用権

を設定すべき旨の裁定（第３７

条、第４０条第１項、第４３条第

１項、第３項）

○

２ 都道府県機構の意見聴取

（第３９条第４項、第４３条第２

項）

○

３ 立入調査等（第４９条第１

項、第３項）

○

４ 報告の要求（第５０条） ○

５ 農地に関する情報の利用等

（第５１条の２）

○

６ 売り渡した土地等の買戻し

（農地法等の一部を改正する

法律（平成２１年法律第５７号。

以下この部において「改正

法」という。）附則第６条第

３項の規定によりなおその効

力を有するものとされる改正

法第１条の規定による改正前

の農地法第５０条第２項、第３

項、第５５条第２項、第７２条第

２項、第４項）

○

７ 売り渡した土地等の状況の

検査（改正法附則第６条第３

項の規定によりなおその効力

を有するものとされる改正法

第１条の規定による改正前の

農地法第７１条）

○

８ 既墾地及び未墾地買収の土

地、立木等の売払い（改正法

附則第８条第４項によりなお

その効力を有するものとされ

る改正法第１条の規定による

改正前の農地法第８０条）

○

９ 未墾地の譲与（改正法附則

第６条第６項）

○
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１０ 既墾地及び未墾地の登記

（改正法附則第６条第６項、

農地法施行令等の一部を改正

する政令（平成２１年政令第

２８５号）附則第１７条）

○

１１ 既墾地及び未墾地買収の土

地、立木等の管理（改正法附

則第８条第１項）

○

１２ 農林水産大臣の市町の指定

に関する意見の具申（農地法

施行令第９条第３項）

○

１３ 土地利用に関する他の法令

との調整

○

６ 地域

資源を

活用し

た農林

漁業者

等によ

る新事

業の創

出等及

び地域

の農林

水産物

の利用

促進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 総合化事業計画（農地法に

係るものに限る。）に関する

こと。

� 農林水産大臣の認定及び

変更の認定の協議に対する

同意（第５条第７項、第６

条第４項）

○

� 農林水産大臣の認定及び

変更の認定についての関係

農業委員会の意見聴取（地

域資源を活用した農林漁業

者等による新事業の創出等

及び地域の農林水産物の利

用促進に関する法律施行令

（以下この部において「政

令」という。）第１条）

○

２ 研究開発・成果利用事業計

画に関すること。

� 主務大臣の認定及び変更

の認定の協議に対する同意

（第７条第５項、第８条第

４項）

○

� 主務大臣の認定及び変更

の認定についての関係農業

委員会の意見聴取（政令第

１条）

○

７ 農業

振興地

域の整

備に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 農用地等の確保等に関する

基本指針に対する意見の具申

（第３条の２第３項）

○

２ 関係市町の意見の聴取（第

３条の２第４項）

○

３ 農業振興地域基本方針の作

成及び変更（第４条第１項、

第７項、第５条第１項、第３

項）

○

４ 農林水産大臣との協議（第

４条第５項、第５条第３項）

○
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５ 農業振興地域の指定、区域

の変更及び指定の解除に関す

ること（第６条第１項、第４

項から第６項まで、第７

条）。

� 指定、区域の変更及び指

定の解除（�に掲げるもの

を除く。）

○

� 都市計画法の市街化区域

又は用途地域の決定及び変

更に伴う区域の変更

○

� 関係市町との協議 ○

６ 農用地利用計画の審査の申

立てに対する裁決（第１１条第

５項）

○

７ 土地利用についての調停案

の作成及び受諾の勧告（第１５

条）

○

８ 国有

農地の

管理等

に係る

債権及

び歳入

等に関

する事

務

１ 国の債権の管理等（会計法

第４８条）

○

２ 国の歳入の徴収（会計法第

４８条）

○

９ 地域

再生法

の施行

に関す

る事務

１ 遊休工場用地等に工業等以

外の産業を導入する事業に関

する事項の同意（第５条第６

項）

○

２ 地域農林水産業振興施設整

備計画の同意（第１７条の２７第

４項）

○

１０ 農地

中間管

理事業

の推進

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 農地中間管理事業の推進に

関する基本方針の作成及び変

更（第３条第１項、第４項、

第５項）

○

２ 農地中間管理機構に関する

こと。

� 指定（第４条、第５条第

１項、第３１条）

○

� 名称若しくは住所又は農

地中間管理事業を行う事務

所の所在地の変更の届出の

受理（第５条第２項、第３

項、第３１条）

○

� 農地中間管理事業評価委

員会委員の認可（第６条第

３項、第３１条）

○
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� 役員の選任及び解任の認

可並びに解任命令（第７

条、第３１条）

○

� 事業規程の認可及び変更

の認可並びに変更命令（第

８条第１項、第５項、第３１

条）

○

� 事業計画等の認可及び変

更の認可（第９条第１項、

第３１条）

○

� 事業報告書等の受理（第

９条第４項、第３１条）

○

� 農地中間管理事業に関す

る監督命令（第１３条）

○

� 農地中間管理事業の休廃

止の認可（第１４条第１項、

第３項、第３１条）

○

� 指定の取消し（第１５条、

第３１条）

○

� 農用地利用配分計画の認

可（第１８条第１項、第５

項）

○

	 農用地利用配分計画認可

申請の公告及び縦覧（第１８

条第３項）

○


 農地中間管理権の設定又

は移転に係る契約等の解除

の承認（第２０条、第２１条第

２項）

○

� 業務の委託の承認（第２２

条第２項）

○

� 報告徴収及び立入検査

（第３０条第１項、第２項）

○

 農地中間管理事業の運営

に関する指導

○

１１ 農業

経営基

盤強化

促進法

の施行

に関す

る事務

１ 農業経営基盤強化促進基本

方針に関すること。

� 作成及び変更（第５条第

１項、第５項、第７項）

○

� 農業委員会ネットワーク

機構及び関係者の意見の聴

取（第５条第６項）

○

２ 農地中間管理機構の事業の

特例に関すること。

� 特例事業規程の承認並び

に変更及び廃止の承認（第

８条第１項、第４項、第９

条）

○
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� 特例事業規程の承認の取

消し（第１０条）

○

� 農地中間管理機構の特例

事業の運営に関する指導

○

３ 農業経営基盤の強化を促進

するための措置の円滑な実施

に必要な助言及び指導（第３１

条）

○

１２ 愛媛

県立農

業大学

校に関

する事

務

１ 農業大学校の教育の基本方

針の決定

○

２ 農業大学校の運営 ○

１３ 農業

の機械

化に関

する事

務

１ 農業機械の有効利用の促進

及び指導

○

２ 農作業の安全対策の指導 ○

３ 農業機械の流通に関するこ

と。

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

農

業

経

済

課

１ 農業

協同組

合法の

施行に

関する

事務

１～２４ 省略 農

業

経

済

課

１ 農業

協同組

合法の

施行に

関する

事務

１～２４ 省略

２５ 農業協同組合法等の一部を

改正する等の法律（以下この

部 において「改正

法」という。）附則第９条の

規定によりなお存続するもの

とされた全国農業協同組合中

央会の監査実施計画に対する

意見の具申（改正法附則第１０

条の規定によりなおその効力

を有するものとされた改正法

第１条の規定による改正前の

農業協同組合法（以下この部

において「旧法」という。）

第７３条の２７第１項）

○ ２５ 農業協同組合法等の一部を

改正する等の法律（以下この

部及び２の部において「改正

法」という。）附則第９条の

規定によりなお存続するもの

とされた全国農業協同組合中

央会の監査実施計画に対する

意見の具申（改正法附則第１０

条の規定によりなおその効力

を有するものとされた改正法

第１条の規定による改正前の

農業協同組合法（以下この部

において「旧法」という。）

第７３条の２７第１項）

○

２６～４０ 省略 ２６～４０ 省略

２ 改正

法附則

第４６条

第１項

の規定

により

なおそ

の効力

を有す

１ 農業倉庫業の認可（第６

条、第２６条第１項）

○

２ 農業倉庫業務規程の変更の

認可（第１３条、第２６条第１

項）

○

３ 農業倉庫収容力の変更並び

に農業倉庫事業の休止、廃止

及び再開の届出の処理（農業

協同組合法等の一部を改正す

○
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るもの

とされ

た改正

法第６

条の規

定によ

る廃止

前の農

業倉庫

業法の

施行に

関する

事務

る等の法律の施行に伴う農林

水産省関係省令の整備に関す

る省令（以下この項において

「改正省令」という。）附則

第２条の規定によりなおその

効力を有するものとされた改

正省令第１条の規定による廃

止前の農業倉庫業法施行規則

第１３条、第１４条）

２ 省略 ３ 省略

３ 省略 ４ 省略

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

６ 省略 ７ 省略

７ 省略 ８ 省略

８ 省略 ９ 省略

９ 省略 １０ 省略

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

農

地

整

備

課

１～５

省略

農

地

整

備

課

１～５

省略

６ 中山

間地域

等直接

支払交

付金実

施要領

（平成

１２年４

月１日

付け農

林水産

事務次

官 通

知）の

施行に

関する

事務

１ 特認地域及び特認基準に関

すること。

� 設定及び変更（第４、中

山間地域等直接支払交付金

実施要領の運用について

（平成１２年４月１日付け農

林水産省構造改善局長通

知。以下この部において

「運用通知」という。）第

３の１２）

○

� 農村振興局長との協議

（第４、運用通知第３の

１２）

○

２ 緩傾斜農用地のガイドライ

ンの策定（第４の２、運用通

知第３の９）

○

３ 交付金の交付実績の報告

（第１１）

○
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４ 実施状況の公表（第１２） ○

５ 交付金交付の評価（第１３） ○

６ 所要額調書の提出（運用通

知第１４の２）

○

７ 中山

間地域

等直接

支払推

進交付

金実施

要領（

平成１２

年４月

１日付

け農林

水産事

務次官

通知）

の施行

に関す

る事務

１ 事業実績の報告（第６の

２）

○

２ その他推進事業の実施に必

要な事項に関すること（第３

の１）。

○

６ 省略 ８ 省略

７ 省略 ９ 省略

８ 省略 １０ 省略

９ 省略 １１ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

農

産

園

芸

課

１～７

省略

農

産

園

芸

課

１～７

省略

８ 果実

等生産

出荷安

定対策

実施要

綱（平

成１３年

４月１１

日付け

農林水

産事務

次官通

知）の

施行に

関する

事務

１ 果実計画生産推進基本計画

の調整（第２）

○

２ 産地緊急需給調整事業実施

計画の調整（第２）

○

３ 果汁特別調整保管等対策事

業実施計画の調整（第２）

○

４ 果樹経営支援対策事業実施

計画に関する協議（第３）

○

５ 加工原料用果実価格安定対

策基本計画の調整（第４）

○

６ 加工原料用果実価格安定対

策事業における保証基準価格

及び最低基準価格の調整（第

４）

○

７ 加工用園地特定型実施計画

の調整（第４）

○
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８ 果汁競争力強化型実施計画

の調整（第４）

○

９ 自然災害被害果実加工利用

促進等対策事業実施計画の調

整（第６）

○

１０ 県果実生産出荷安定協議会

からの指定果実に係る果樹産

地構造改革計画に関する協議

（第１２）

○

１１ 県果実生産出荷安定協議会

からの指定果実に係る協議事

項（果樹産地構造改革計画に

関する事項を除く。）の調整

（第１２）

○

８ 省略 ９ 省略

９ 省略 １０ 省略

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１４ 省略 １５ 省略

１５ 省略 １６ 省略

１６ 省略 １７ 省略

１７ 省略 １８ 省略

１８ 省略 １９ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

室

長

担

い

手

・

農

地

保

全

対

策

室

１ 農地

中間管

理事業

の推進

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 農地中間管理事業の推進に

関する基本方針の作成及び変

更（第３条第１項、第４項、

第５項）

○

２ 農地中間管理機構に関する

こと。

� 指定（第４条、第５条第

１項、第３１条）

○

� 名称若しくは住所又は農

地中間管理事業を行う事務

所の所在地の変更の届出の

受理（第５条第２項、第３

項、第３１条）

○

� 農地中間管理事業評価委

員会委員の認可（第６条第

３項、第３１条）

○

� 役員の選任及び解任の認

可並びに解任命令（第７

条、第３１条）

○
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� 事業規程の認可及び変更

の認可並びに変更命令（第

８条第１項、第５項、第３１

条）

○

� 事業計画等の認可及び変

更の認可（第９条第１項、

第３１条）

○

� 事業報告書等の受理（第

９条第４項、第３１条）

○

� 農地中間管理事業に関す

る監督命令（第１３条）

○

� 農地中間管理事業の休廃

止の認可（第１４条第１項、

第３項、第３１条）

○

� 指定の取消し（第１５条、

第３１条）

○

� 農用地利用配分計画の認

可（第１８条第１項、第５

項）

○

� 農用地利用配分計画認可

申請の公告及び縦覧（第１８

条第３項）

○

	 農地中間管理権の設定又

は移転に係る契約等の解除

の承認（第２０条、第２１条第

２項）

○


 業務の委託の承認（第２２

条第２項）

○

� 報告徴収及び立入検査

（第３０条第１項、第２項）

○

� 農地中間管理事業の運営

に関する指導

○

２ 農業

経営基

盤強化

促進法

の施行

に関す

る事務

１ 農業経営基盤強化促進基本

方針の作成及び変更（第５条

第１項、第５項、第７項）

○

２ 農業経営基盤強化促進基本

方針の作成及び変更について

の農業委員会ネットワーク機

構及び関係者の意見の聴取

（第５条第６項）

○

３ 農地中間管理機構の事業の

特例に関すること。

 特例事業規程の承認並び

に変更及び廃止の承認（第

８条第１項、第４項、第９

条）

○

� 特例事業規程の承認の取

消し（第１０条）

○
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� 農地中間管理機構の特例

事業の運営に関する指導

○

４ 農業経営基盤の強化を促進

するための措置の円滑な実施

に必要な助言及び指導（第３１

条）

○

３ 愛媛

県立農

業大学

校に関

する事

務

１ 農業大学校の教育の基本方

針の決定

○

２ 農業大学校の運営 ○

４ 農業

の機械

化に関

する事

務

１ 農業機械の有効利用の促進

及び指導

○

２ 農作業の安全対策の指導 ○

３ 農業機械の流通に関するこ

と。

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

畜

産

課

１ 省略 畜

産

課

１ 省略

２ 生産

振興総

合対策

事業実

施要綱

（平成

１４年４

月１日

付け農

林水産

事務次

官通知

）の施

行に関

する事

務

１ 年度別生産振興総合対策事

業実施計画の作成及び変更

（第６）

○

２ 年度別生産振興総合対策事

業実施計画の承認及び変更の

承認（第６）

○

３ 生産振興総合対策事業実施

状況の報告（第１１）

○

２ 省略 ３ 省略

３ 省略 ４ 省略

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

６ 省略 ７ 省略

７ 省略 ８ 省略

８ 省略 ９ 省略

９ 省略 １０ 省略

１０ 省略 １１ 省略
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１２ 財団

法人中

国四国

酪農大

学校（

昭和４０

年１１月

１８日に

財団法

人中国

四国酪

農大学

校とい

う名称

で設立

された

法人を

いう。

）に関

する事

務

１ 学生募集のための関係先へ

の通知及び入学願書の進達

（学生募集要領６）

○

１３ 畜産

振興計

画の策

定に関

する事

務

１ 事業実施計画の樹立（畜産

環境総合整備事業実施要綱

（平成７年４月１日付け農林

水産事務次官通知）第４）

○

２ 事業実施の承認（畜産環境

総合整備事業実施要綱第５）

○

１１ 省略 １４ 省略

１２ 省略 １５ 省略

１３ 省略 １６ 省略

１４ 省略 １７ 省略

１５ 省略 １８ 省略

１６ 省略 １９ 省略

１７ 省略 ２０ 省略

１８ 省略 ２１ 省略

１９ 省略 ２２ 省略

２０ 省略 ２３ 省略

２１ 省略 ２４ 省略

２２ 省略 ２５ 省略

２３ 省略 ２６ 省略

２４ 省略 ２７ 省略

２５ 省略 ２８ 省略

２６ 省略 ２９ 省略

３０ 口蹄

疫対策

特別措

置法の

施行に

１ 家畜の死体の焼却又は埋却

の支援に関すること。

� 支援を行う必要がある地

域の指定の申請（第５条第

５項）

○
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関する

事務

� 支援を行う必要がある地

域の指定に係る農林水産大

臣への意見の具申（第５条

第６項）

○

２ 催物の開催の停止等の要請

（第１２条）

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

林

業

政

策

課

１～６

省略

林

業

政

策

課

１～６

省略

７ 森林

組合法

の施行

に関す

る事務

１ 森林組合に関すること。 ７ 森林

組合法

の施行

に関す

る事務

１ 森林組合及び生産森林組合

の設立、解散の決議及び合併

の認可

� 森林組合の設立、解散の

決議及び合併の認可（第７８

条第１項、第８０条第１項、

第８３条第２項、第３項、第

８４条第２項、第３項）

○ � 森林組合の設立、解散の

決議及び合併の認可（第７８

条、第７９条 、

第８３条第２項、第３項、第

８４条第２項、第３項）

○

� 報告の要求（第７８条第２

項、第８３条第３項、第８４条

第３項）

○ � 生産森林組合の設立、解

散の決議及び合併の認可

（第７９条、第８３条第２項、

第３項、第８４条第２項、第

３項、第１００条第３項、第

４項）

○

� 認可に関する証明（第８０

条第２項、第５項、第８３条

第３項、第８４条第３項）

○

� 解散の届出の受理（第８３

条第５項）

○

２ 生産森林組合に関するこ

と。

� 生産森林組合の設立、解

散の決議、合併及び組織変

更の認可（第８０条第１項、

第８３条第２項、第３項、第

８４条第２項、第３項、第

１００条第３項、第４項、第

１００条の８、第１００条の１６、

第１００条の１８、第１００条の２２

第１項、第３項、第１００条

の２４）

○

� 報告の要求（第７８条第２

項、第１００条の８第２項、

第１００条の１８、第１００条の

２４）

○
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� 認可に関する証明（第８０

条第２項、第５項、第１００

条の８第２項、第１００条の

１８、第１００条の２４）

○

� 市町との協議（第１００条

の２２第２項）

○

３ 省略 ２ 省略

４ 省略 ３ 省略

５ 森林組合の信託規程、共済

規程、林地処分事業実施規程

及び森林経営規程の承認の取

消し（第１１３条第３項）

○ ４ 森林組合の信託規程、共済

規程及び林地処分事業規程

の承認の取

消し（第１１３条第３項）

○

６ 省略 ５ 省略

７ 省略 ６ 省略

８ 国立

研究開

発法人

森林研

究・整

備機構

法の施

行に関

する事

務

１ 森林保険に関する業務の受

託（第１５条第１項）

○ ８ 国立

研究開

発法人

森林総

合研究

所法

の施

行に関

する事

務

１ 森林保険に関する業務の受

託（第１２条第１項）

○

９～１６

省略

９～１６

省略

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

建

築

住

宅

課

１ 建築

基準法

の施行

に関す

る事務

１ 建築主事及び建築審査会に

関すること。

建

築

住

宅

課

１ 建築

基準法

の施行

に関す

る事務

１ 建築主事及び建築審査会に

関すること。

� 省略 � 省略

� 建築審査会に対する諮問

に係る措置（第３条第１項

第３号、第４号、第１２条第

２項、第４項、第４２条第６

項、第４３条第１項、第４４条

第１項第２号、第２項、第

４６条第１項、第４７条、第４８

条第１４項、第５２条第１５項、

第５３条第７項、第５３条の２

第４項、第５５条第４項、第

５６条の２第１項、第５７条の

４第２項、第５９条第５項、

第５９条の２第２項、第６０条

の２第７項、第６７条の３第

１０項、第６８条第６項、第６８

○ � 建築審査会に対する諮問

に係る措置（第３条第１項

第３号、第４号

、第４２条第６

項、第４３条第１項、第４４条

第１項第２号、第２項、第

４６条第１項、第４７条、第４８

条第１４項、第５２条第１５項、

第５３条第７項、第５３条の２

第４項、第５５条第４項、第

５６条の２第１項、第５７条の

４第２項、第５９条第５項、

第５９条の２第２項、第６０条

の２第７項、第６７条の３第

１０項、第６８条第６項、第６８

○
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第３号
庁 中 一 般

地 方 局

愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２９年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令

愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

条の３第５項、第６８条の５

の３第３項、第６８条の７第

２項、第６項、第８６条第５

項、第８６条の２第５項）

条の３第５項、第６８条の５

の３第３項、第６８条の７第

２項、第６項、第８６条第５

項、第８６条の２第５項）

２ 違反建築物の措置等に関す

ること。

２ 違反建築物の措置等に関す

ること。

�～� 省略 �～� 省略

� 定期点検対象の除外の指

定（第１２条第２項、第４

項）

○

� 省略 � 省略

３～６ 省略 ３～６ 省略

２～２０

省略

２～２０

省略

別表第１０（第４条関係）

知事の権限に属する出納局関係事務に係る特定決裁事項

別表第１０（第４条関係）

知事の権限に属する出納局関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

知

事

専決者

出

納

局

長

課

長

主

幹

出

納

局

長

課

長

主

幹

出

納

局

１・２

省略

出

納

局

１・２

省略

３ 地方

自治法

の施行

に関す

る事務

１・２ 省略 ３ 地方

自治法

の施行

に関す

る事務

１・２ 省略

３ 指定金融機関等の指定等

（第２３５条第１項、地方自治

法施行令第１６８条第１項、第

３項、第４項

）

○ ３ 指定金融機関等の指定等

（第２３５条第１項、地方自治

法施行令第１６８条第１項、第

３項、第４項、第７項、第８

項、愛媛県会計規則第１９２

条）

○

４ 指定金融機関の意見聴取

（地方自治法施行令第１６８条

第７項）

○

４～６

省略

４～６

省略
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（総務企画部各課の所掌事務）

第２条 省略

２～７ 省略

（産業経済部各課室の所掌事務）

第４条 省略

２～４ 省略

５ 農村整備課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 中山間地域等の直接支払に関すること。

６～１３ 省略

（支局の所掌事務）

第７条 総務県民室においては、第２条第１項第８号、第９号、第

１３号、第１４号、第１８号、第２１号の４から第２１号の２１まで並びに第

２項第２号、第４号、第８号から第８号の３まで及び第１４号に掲

げる事務並びに次に掲げる事務を所掌する。

� 支局管内の公有財産の総合管理に関すること（他の主管に属

するものを除く。）。

� 支局内各課室の物品の取得、管理及び処分に関すること。

� 支局内各課室の公用車の継続検査申請に関すること。

� 地域振興施策の推進に関すること（地方局管内の総合調整を

要するものを除く。）。

� 情報の収集及び伝達に関すること。

� 地方報道機関との連絡協調に関すること（地方局管内の総合

調整を要するものを除く。）。

	 支局内各課室の行政事務の総合調整に関すること。

２ 税務室においては、第２条第３項第２号及び第４号から第６号

までに掲げる事務並びに同項第７号に掲げる事務のうち次に掲げ

るものを所掌する。

� 県の徴収金についての相談に関すること。

� 県の徴収金に係る申告書、申請書等の受付に関すること。

（総務企画部各課の所掌事務）

第２条 省略

２～７ 省略

８ 総務県民室においては、第１項第８号、第９号、第１３号、第１４

号、第１８号、第２１号の４から第２１号の２１まで並びに第２項第２

号、第４号、第８号から第８号の３まで及び第１４号に掲げる事務

並びに次の事務を所掌する。

� 支局管内の公有財産の総合管理に関すること（他の主管に属

するものを除く。）。

� 支局内各課室の物品の取得、管理及び処分に関すること。

� 支局内各課室の公用車の継続検査申請に関すること。

� 地域振興施策の推進に関すること（地方局管内の総合調整を

要するものを除く。）。

� 情報の収集及び伝達に関すること。

� 地方報道機関との連絡協調に関すること（地方局管内の総合

調整を要するものを除く。）。

９ 税務室においては、第３項第２号及び第４号から第６号までに

掲げる事務並びに同項第７号に掲げる事務のうち次の事務を所掌

する。

� 県の徴収金についての相談に関すること。

� 県の徴収金に係る申告書、申請書等の受付に関すること。

� 自動車税の身体障害者等に係る減免の審査に関すること。

� 軽油引取税に係る免税軽油使用者証及び免税証の交付に関す

ること。

（産業経済部各課室の所掌事務）

第４条 省略

２～４ 省略

５ 農村整備課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

６～１３ 省略

第７条 削除

改 正 後 改 正 前
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� 自動車税の身体障害者等に係る減免の審査に関すること。

� 軽油引取税に係る免税軽油使用者証及び免税証の交付に関す

ること。

（土木事務所各課の所掌事務）

第８条 地方局の土木事務所（以下「土木事務所」という。）各課

の所掌事務は、次のとおりとする。

管理課

�～� 省略

� 削除

� 省略

用地管理課

�～�の２ 省略

�の３ 逓送車の運行及び逓送車に乗車し、逓送の業務に従事す

る職員（以下「逓送員」という。）の管理に関すること（

南予地方局愛南土木事務所に限

る。）。

� 省略

省略

２ 省略

（職務）

第１２条 省略

２ 省略

３ 支局長は、上司の命を受け、特命事項を処理するとともに、支

局務を掌理し、総務県民室及び税務室に属する職員を指揮監督す

る。

４～２９ 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 地方局長に委任する事務のうち、総務企画部及び支局に関する

ものは、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�１１７ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

�の２ 社会福祉法第４２条第２項の規定に基づく社会福祉法人の

一時評議員の職務を行うべき者の選任に関すること（行う事業

が２以上の地方局の所管区域にわたる社会福祉法人に係るもの

を除く。）。

�の３ 社会福祉法第４５条の６第２項の規定に基づく社会福祉法

人の一時役員の職務を行うべき者の選任に関すること（行う事

業が２以上の地方局の所管区域にわたる社会福祉法人に係るも

のを除く。）。

�の４ 社会福祉法第４５条の９第５項の規定に基づく社会福祉法

人の評議員会の招集の許可に関すること（行う事業が２以上の

地方局の所管区域にわたる社会福祉法人

に係

るものを除く。）。

�の５ 社会福祉法第４５条の３６第２項の規定に基づく社会福祉法

（土木事務所各課の所掌事務）

第８条 地方局の土木事務所（以下「土木事務所」という。）各課

の所掌事務は、次のとおりとする。

管理課

�～� 省略

� 逓送車の運行及び逓送車に乗車し、逓送の業務に従事する職

員（以下「逓送員」という。）の管理に関すること（東予地方

局今治土木事務所に限る。）。

� 省略

用地管理課

�～�の２ 省略

�の３ 逓送車の運行及び逓送車に乗車し、逓送の業務に従事す

る職員（以下「逓送員」という。）の管理に関すること（東予

地方局四国中央土木事務所及び南予地方局愛南土木事務所に限

る。）。

� 省略

省略

２ 省略

（職務）

第１２条 省略

２ 省略

３ 支局長は、上司の命を受け 、支

局務を掌理する

。

４～２９ 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 地方局長に委任する事務のうち、総務企画部 に関する

ものは、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�１１７ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

�の２ 社会福祉法第３９条の３ の規定に基づく社会福祉法人の

仮理事 の選任に関すること（行う事業

が２以上の地方局の所管区域にわたる社会福祉法人に係るもの

を除く。）。

�の３ 社会福祉法第３９条の４ の規定に基づく社会福祉法

人の特別代理人 の選任に関すること（行う事

業が２以上の地方局の所管区域にわたる社会福祉法人に係るも

のを除く。）。

�の４ 社会福祉法第４０条 の規定に基づく監事からの

報告の受理 に関すること（行う事業が２以上の

地方局の所管区域にわたる社会福祉法人及び２以上の社会福祉

施設（同法第６２条第１項に規定する社会福祉施設（養護老人ホ

ーム及び軽費老人ホームを除く。）並びに保育所、幼保連携型

認定こども園、児童厚生施設及び児童家庭支援センターに限

る。以下この項において同じ。）を設置する社会福祉法人に係

るものを除く。）。

�の５ 社会福祉法第４３条第１項 の規定に基づく社会福祉法
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人の定款の変更の認可に関すること（行う事業が２以上の地方

局の所管区域にわたる社会福祉法人に係るものを除く。）。

�の６ 社会福祉法第４５条の３６第４項の規定に基づく社会福祉法

人の定款の変更の届出の受理に関すること（行う事業が２以上

の地方局の所管区域にわたる社会福祉法人に係るものを除

く。）。

�の７・�の８ 省略

�の９ 社会福祉法第４６条の６第４項及び第５項の規定に基づく

清算人の届出の受理に関すること（行う事業が２以上の地方局

の所管区域にわたる社会福祉法人に係るものを除く。）。

�の１０ 社会福祉法第４７条の５の規定に基づく清算結了の届出の

受理に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわ

たる社会福祉法人に係るものを除く。）。

�の１１ 社会福祉法第５０条第３項及び第５４条の６第２項の規定に

基づく法人の合併の認可に関すること（行う事業が２以上の地

方局の所管区域にわたる社会福祉法人に係るものを除く。）。

�の１１の２ 社会福祉法第５５条の２第１項の規定に基づく社会福

祉充実計画の承認に関すること（行う事業が２以上の地方局の

所管区域にわたる社会福祉法人に係るものを除く。）。

�の１１の３ 社会福祉法第５５条の２第８項及び第５５条の３第３項

の規定に基づく社会福祉充実計画に係る必要な助言その他の支

援に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわた

る社会福祉法人に係るものを除く。）。

�の１１の４ 社会福祉法第５５条の２第１０項及び第５５条の３第３項

の規定に基づく関係地方公共団体の長に対する協力の要請に関

すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわたる社会

福祉法人に係るものを除く。）。

�の１１の５ 社会福祉法第５５条の３第１項の規定に基づく社会福

祉充実計画の変更の承認に関すること（行う事業が２以上の地

方局の所管区域にわたる社会福祉法人に係るものを除く。）。

�の１１の６ 社会福祉法第５５条の３第２項の規定に基づく社会福

祉充実計画の変更の届出の受理に関すること（行う事業が２以

上の地方局の所管区域にわたる社会福祉法人に係るものを除

く。）。

�の１１の７ 社会福祉法第５５条の４の規定に基づく社会福祉充実

計画の終了の承認に関すること（行う事業が２以上の地方局の

所管区域にわたる社会福祉法人に係るものを除く。）。

�の１２ 社会福祉法第５６条第１項の規定に基づく社会福祉法人に

対する報告の徴収及び立入検査に関すること（行う事業が２以

上の地方局の所管区域にわたる社会福祉法人及び２以上の社会

福祉施設（同法第６２条第１項に規定する社会福祉施設（養護老

人ホーム及び軽費老人ホームを除く。）並びに保育所、幼保連

携型認定こども園、児童厚生施設及び児童家庭支援センターに

限る。以下この項において同じ。）を設置する社会福祉法人に

係るものを除く。）。

�の１３～�の８ 省略

�の８の２ 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第３０

条第５項の規定に基づく身分を示す証明書の交付に関するこ

と。

�の９～�１０１ 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の１８ 省略

人の定款の変更の認可に関すること（行う事業が２以上の地方

局の所管区域にわたる社会福祉法人に係るものを除く。）。

�の６ 社会福祉法第４３条第３項 の規定に基づく社会福祉法

人の定款の変更の届出の受理に関すること（行う事業が２以上

の地方局の所管区域にわたる社会福祉法人に係るものを除

く。）。

�の７・�の８ 省略

�の９ 社会福祉法第４６条の７ の規定に基づく

清算人の届出の受理に関すること（行う事業が２以上の地方局

の所管区域にわたる社会福祉法人に係るものを除く。）。

�の１０ 社会福祉法第４７条の３の規定に基づく清算結了の届出の

受理に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわ

たる社会福祉法人に係るものを除く。）。

�の１１ 社会福祉法第４９条第２項 の規定に

基づく法人の合併の認可に関すること（行う事業が２以上の地

方局の所管区域にわたる社会福祉法人に係るものを除く。）。

�の１２ 社会福祉法第５６条第１項の規定に基づく社会福祉法人に

対する報告の徴収及び立入検査に関すること（行う事業が２以

上の地方局の所管区域にわたる社会福祉法人及び２以上の社会

福祉施設

を設置する社会福祉法人に

係るものを除く。）。

�の１３～�の８ 省略

�の９～�１０１ 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の１８ 省略
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�の１８の２ 農業経営改善関係資金基本要綱（平成１４年７月１日

付け農林水産事務次官依命通知）第３の１の�の規定に基づく

認定新規就農者への貸付けに関する意見書の作成又は確認書の

提出に関すること。

�の１９～�の３ 省略

�の４ 森林法第１０条の１１の２第１項、第１０条の１１の３第１項、

第１０条の１１の５第１項並びに第１０条の１１の６第１項及び第３項

の規定に基づく分収育林契約を締結すべき旨等の裁定に関する

こと。

�の５ 削除

�の６ 省略

�の７ 森林法第１０条の１２の４及び第１０条の１２の６第１項の規定

に基づく不確知立木持分等を取得すべき旨の裁定に関するこ

と。

�～� 省略

� 森林組合法第１０条第１項及び第３項の規定に基づく森林組合

の信託規程の制定及び改廃の承認に関すること。

�の２ 森林組合法第１０条第４項の規定に基づく森林組合の信託

規程の変更の届出の受理に関すること。

� 森林組合法第１９条第１項及び第３項の規定に基づく森林組合

の共済規程の制定及び改廃の承認に関すること。

�の２ 森林組合法第１９条第４項の規定に基づく森林組合の共済

規程の変更の届出の受理に関すること。

� 森林組合法第２４条第１項及び第３項の規定に基づく森林組合

の林地処分事業実施規程の制定及び改廃の承認に関すること。

�の２ 森林組合法第２４条第４項の規定に基づく森林組合の林地

処分事業実施規程の変更の届出の受理に関すること。

�の３ 森林組合法第２６条の３第１項及び第３項の規定に基づく

出資組合の森林経営規程の制定及び改廃の承認に関すること。

�の４ 森林組合法第２６条の３第４項の規定に基づく出資組合の

森林経営規程の変更の届出の受理に関すること。

�～	の２ 省略

	の３ 次に掲げる補助金等に係る愛媛県補助金等交付規則第５

条から第７条（同規則第９条第３項及び第１７条第４項において

準用する場合を含む。）まで、第８条第１項、第９条第１項、

第１１条、第１２条第１項及び第２項、第１３条（同規則第１５条第２

項において準用する場合を含む。）、第１４条、第１５条第１項、

第１６条、第１７条第１項、第１８条、第２１条並びに第２４条の規定に

基づく知事の権限に属する事務に関すること。

ア～ソ 省略

タ 知事の承認を得た愛媛県中山間地域等直接支払交付金

チ 知事の承認を得た愛媛県中山間地域等直接支払推進交付金

ツ 知事の承認を得た効率的野菜生産流通改革モデル事業費補

助金

テ 知事の承認を得た薬用作物生産流通体制支援事業費補助金


～� 省略

� 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第１５条第１項の規定

に基づき委託を受けた業務を行うこと。

～� 省略

５ 地方局長に委任する事務のうち、建設部に関するものは、別に

�の１９～�の３ 省略

�の４ 森林法第１０条の１１の３第１項の規定に基づく裁定の申請

に係る公告及び通知に関すること。

�の５ 森林法第１０条の１１の４第１項（同法第１０条の１１の６第２

項において準用する場合を含む。）、第１０条の１１の５第１項及

び第１０条の１１の６第３項の規定に基づく分収育林契約等を締結

すべき旨の裁定に関すること。

�の６ 省略

�～� 省略

� 森林組合法第１０条 の規定に基づく森林組合

の信託規程の制定及び改廃の承認に関すること。

� 森林組合法第１９条 の規定に基づく森林組合

の共済規程の制定及び改廃の承認に関すること。

� 森林組合法第２４条 の規定に基づく森林組合

の林地処分事業実施規程の制定及び改廃の承認に関すること。

�～	の２ 省略

	の３ 次に掲げる補助金等に係る愛媛県補助金等交付規則第５

条から第７条（同規則第９条第３項及び第１７条第４項において

準用する場合を含む。）まで、第８条第１項、第９条第１項、

第１１条、第１２条第１項及び第２項、第１３条（同規則第１５条第２

項において準用する場合を含む。）、第１４条、第１５条第１項、

第１６条、第１７条第１項、第１８条、第２１条並びに第２４条の規定に

基づく知事の権限に属する事務に関すること。

ア～ソ 省略


～� 省略

� 国立研究開発法人森林総合研究所法第１２条第１項 の規定

に基づき委託を受けた業務を行うこと。

～� 省略

５ 地方局長に委任する事務のうち、建設部に関するものは、別に
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定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。

�～�の３７ 省略

�の３８から�の４７まで 削除

�の４８～�の６１ 省略

�の６１の２ 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第４６条

の２の規定に基づく軽微な変更に係る書面の交付に関するこ

と。

�の６１の３ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

（以下「建築物省エネ法」という。）第８条の規定に基づく指

導及び助言に関すること。

�の６１の４ 建築物省エネ法第１２条第１項及び第２項並びに第１３

条第２項及び第３項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能

適合性判定に関すること。

�の６１の５ 建築物省エネ法第１２条第３項及び第５項並びに第１３

条第４項及び第６項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能

適合性判定に係る通知書の交付に関すること。

�の６１の６ 建築物省エネ法第１２条第４項及び第１３条第５項の規

定に基づく期間の延長及び延長に係る通知書の交付に関するこ

と。

�の６１の７ 建築物省エネ法第１４条第１項、第１６条第２項及び第

１９条第３項の規定に基づく必要な措置の命令に関すること。

�の６１の８ 建築物省エネ法第１４条第２項の規定に基づく必要な

措置の要請に関すること。

�の６１の９ 建築物省エネ法第１５条第３項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能確保計画の写しの受理に関すること。

�の６１の１０ 建築物省エネ法第１６条第１項及び第１９条第２項の規

定に基づく必要な措置の指示に関すること。

�の６１の１１ 建築物省エネ法第１６条第３項及び第２０条第３項の規

定に基づく国等の機関の長に対する協議に関すること。

�の６１の１２ 建築物省エネ法第１７条第１項、第２１条第１項及び第

３８条第１項の規定に基づく報告の徴収及び立入検査に関するこ

と。

定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。

�～�の３７ 省略

�の３８ エネルギーの使用の合理化等に関する法律（以下「省エ

ネルギー法」という。）第７４条第１項の規定に基づく指導及び

助言に関すること。

�の３９ 省エネルギー法第７５条第１項の規定に基づく第一種特定

建築物に係る届出及び変更の届出の受理に関すること。

�の４０ 省エネルギー法第７５条第２項の規定に基づく第一種特定

建築物に係る変更指示に関すること。

�の４１ 省エネルギー法第７５条第５項の規定に基づく第一種特定

建築物に係る定期報告の受理に関すること。

�の４２ 省エネルギー法第７５条第６項（省エネルギー法第７５条の

２第４項において準用する場合を含む。）の規定に基づく特定

建築物の維持保全の勧告に関すること。

�の４３ 省エネルギー法第７５条の２第１項の規定に基づく第二種

特定建築物に係る届出及び変更の届出の受理に関すること。

�の４４ 省エネルギー法第７５条の２第２項の規定に基づく第二種

特定建築物に係る必要な措置の勧告に関すること。

�の４５ 省エネルギー法第７５条の２第３項の規定に基づく第二種

特定建築物に係る定期報告の受理に関すること。

�の４６ 省エネルギー法第７６条第３項の規定に基づく建築物調査

の結果報告の受理に関すること。

�の４７ 省エネルギー法第８７条第１０項の規定に基づく報告の徴収

及び立入検査に関すること。

�の４８～�の６１ 省略
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�の６１の１３ 建築物省エネ法第１９条第１項の規定に基づく届出の

受理に関すること。

�の６１の１４ 建築物省エネ法第２０条第２項の規定に基づく通知の

受理に関すること。

�の６２

建築物省エネ法 第３０条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画の認定に関すること。

�の６３～�の６９ 省略

�の７０ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規

則第１１条及び第２９条の規定に基づく軽微な変更に係る書面の交

付に関すること。

�の７１～� 省略

６ 省略

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、総務企画部及び支局に

関する事項は、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

３・４ 省略

５ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、産業経済部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。

�～�の９ 省略

�の１０ 削除

�の１１～� 省略

６～９ 省略

（支局長の専決事項）

第１５条 次項及び第３項に定めるもののほか、支局長の専決処理す

べき事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、異例又は重要と

認められるものについては、あらかじめ地方局長の承認を受けな

ければならない。

� 支局長並びに総務県民室及び税務室に属する職員の出張（支

局長の県外出張を除く。）に関すること。

� 支局長並びに総務県民室及び税務室に属する職員の休暇、育

児休業等その他服務に関すること。

� 総務県民室及び税務室の公文書の公開に関すること（公文書

の公開の請求に対する決定又は当該請求に係る不作為について

の審査請求に関するものを除く。）。

	 総務県民室及び税務室の個人情報取扱事務の登録に関するこ

と。


 総務県民室及び税務室の個人情報の開示、訂正及び利用停止

に関すること（個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対

する決定又はこれらの請求に係る不作為についての審査請求に

関するものを除く。）。

２・３ 省略

（土木事務所長等の専決事項）

第１６条 地方局土木事務所長の専決処理すべき事項は、次に掲げる

とおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについて

は、あらかじめ地方局長の承認を受けなければならない。

�～�の５ 省略

�の６ 逓送車の運行及び逓送員の管理に関すること（

�の６２ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以下

「建築物省エネ法」という。）第３０条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画の認定に関すること。

�の６３～�の６９ 省略

�の７０ 建築物省エネ法第３８条第１項の規定に基づく報告の徴収

及び立入検査に関すること。

�の７１～� 省略

６ 省略

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、総務企画部 に

関する事項は、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

３・４ 省略

５ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、産業経済部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。

�～�の９ 省略

�の１０ 農業経営改善関係資金基本要綱（平成１４年７月１日付け

農林水産事務次官依命通知）第３の１の	の規定に基づく認定

新規就農者への貸付けに関する意見書の作成又は確認書の提出

に関すること。

�の１１～� 省略

６～９ 省略

（支局長の専決事項）

第１５条 次項及び第３項に定めるもののほか、支局長の専決処理す

べき事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、異例又は重要と

認められるものについては、あらかじめ地方局長の承認を受けな

ければならない。

� 支局長 の出張（

県外出張を除く。）に関すること。

� 支局長 の休暇、育

児休業等その他服務に関すること。

２・３ 省略

（土木事務所長等の専決事項）

第１６条 地方局土木事務所長の専決処理すべき事項は、次に掲げる

とおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについて

は、あらかじめ地方局長の承認を受けなければならない。

�～�の５ 省略

�の６ 逓送車の運行及び逓送員の管理に関すること（東予地方
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南予地方

局大洲土木事務所及び南予地方局愛南土木事務所に限る。）。

�の７～�の４２ 省略

�の４３から�の５２まで 削除

�の５３～�の６６ 省略

�の６６の２ 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第４６条

の２の規定に基づく軽微な変更に係る書面の交付に関するこ

と。

�の６６の３ 建築物省エネ法第８条の規定に基づく指導及び助言

に関すること。

�の６６の４ 建築物省エネ法第１２条第１項及び第２項並びに第１３

条第２項及び第３項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能

適合性判定に関すること。

�の６６の５ 建築物省エネ法第１２条第３項及び第５項並びに第１３

条第４項及び第６項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能

適合性判定に係る通知書の交付に関すること。

�の６６の６ 建築物省エネ法第１２条第４項及び第１３条第５項の規

定に基づく期間の延長及び延長に係る通知書の交付に関するこ

と。

�の６６の７ 建築物省エネ法第１４条第１項、第１６条第２項及び第

１９条第３項の規定に基づく必要な措置の命令に関すること。

�の６６の８ 建築物省エネ法第１４条第２項の規定に基づく必要な

措置の要請に関すること。

�の６６の９ 建築物省エネ法第１５条第３項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能確保計画の写しの受理に関すること。

�の６６の１０ 建築物省エネ法第１６条第１項及び第１９条第２項の規

定に基づく必要な措置の指示に関すること。

�の６６の１１ 建築物省エネ法第１６条第３項及び第２０条第３項の規

定に基づく国等の機関の長に対する協議に関すること。

�の６６の１２ 建築物省エネ法第１７条第１項、第２１条第１項及び第

３８条第１項の規定に基づく報告の徴収及び立入検査に関するこ

と。

�の６６の１３ 建築物省エネ法第１９条第１項の規定に基づく届出の

局四国中央土木事務所、東予地方局今治土木事務所、南予地方

局大洲土木事務所及び南予地方局愛南土木事務所に限る。）。

�の７～�の４２ 省略

�の４３ 省エネルギー法第７４条第１項の規定に基づく建築物に係

る指導及び助言に関すること。

�の４４ 省エネルギー法第７５条第１項の規定に基づく第一種特定

建築物に係る届出及び変更の届出の受理に関すること。

�の４５ 省エネルギー法第７５条第２項の規定に基づく第一種特定

建築物に係る変更指示に関すること。

�の４６ 省エネルギー法第７５条第５項の規定に基づく第一種特定

建築物に係る定期報告の受理に関すること。

�の４７ 省エネルギー法第７５条第６項（省エネルギー法第７５条の

２第４項において準用する場合を含む。）の規定に基づく特定

建築物の維持保全の勧告に関すること。

�の４８ 省エネルギー法第７５条の２第１項の規定に基づく第二種

特定建築物に係る届出及び変更の届出の受理に関すること。

�の４９ 省エネルギー法第７５条の２第２項の規定に基づく第二種

特定建築物に係る必要な措置の勧告に関すること。

�の５０ 省エネルギー法第７５条の２第３項の規定に基づく第二種

特定建築物に係る定期報告の受理に関すること。

�の５１ 省エネルギー法第７６条第３項の規定に基づく建築物調査

の結果報告の受理に関すること。

�の５２ 省エネルギー法第８７条第１０項の規定に基づく報告の徴収

及び立入検査に関すること。

�の５３～�の６６ 省略
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受理に関すること。

�の６６の１４ 建築物省エネ法第２０条第２項の規定に基づく通知の

受理に関すること。

�の６７～�の７４ 省略

�の７５ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規

則第１１条及び第２９条の規定に基づく軽微な変更に係る書面の交

付に関すること。

�の７６～�の１６ 省略

２～４ 省略

�の６７～�の７４ 省略

�の７５ 建築物省エネ法第３８条第１項の規定に基づく報告の徴収

及び立入検査に関すること。

�の７６～�の１６ 省略

２～４ 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第４号
地 方 局

愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２９年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

区分 決裁者
代決者

区分 決裁者
代決者

第１次代決者 第２次代決者 第１次代決者 第２次代決者

局長の権限

に属する事

務

局長 部長又は支局長

（総務県民室及

び税務室に係る

事務に限る。）

省略 局長の権限

に属する事

務

局長 部長又は支局長

（総務県民室及

び税務室に係る

事務に限る。）

省略

省略 省略

省略 省略

別表第１（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

別表第１（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

省略 省略

備考 １・２ 省略

３ 総務県民室又は税務室に属する事務に係る次に掲げ

るこの表の規定の適用については、同表決裁区分の欄

中「課長」とあるのは、「室長」とする。

�～� 省略

４～７ 省略

８ 支局長の専決処理すべき事務に係る次に掲げるこの

表 の規定の適用につ

いては、同表決裁区分の欄中「部長」とあるのは、

「支局長」とする。

� １の部２の項及び５の項

� ２の部１の項から４の項まで

� ３の部１の項から５の項まで及び７の項

� ４の部１の項�ウ�及び�

� ８の部３の項�

備考 １・２ 省略

３ 総務県民室又は税務室に属する事務に係る次に掲げ

るこの表の規定の適用については、同表決裁区分の欄

中「課長」とあるのは、「室長」とする。

�～� 省略

４～７ 省略

８ 支局長の専決処理すべき事務に係るこの表１の部２

の項及び５の項並びに４の部１の項の規定の適用につ

いては、同表決裁区分の欄中「部長」とあるのは、

「支局長」とする。
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別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する総務企画部関係事務及び支局関係

事務に係る特定決裁事項

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する総務企画部関係事務

に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

主

幹

地

域

政

策

課

１ 省略 地

域

政

策

課

１ 省略

２ 管内

の地域

振興に

関する

事務

１ 施策の総合企画及び総合調整

に関すること。

２ 管内

の地域

振興に

関する

事務

１ 施策の総合企画及び総合調整

に関すること。

○

� 管内の総合調整を要するも

の

○

� その他のもの ○

２～４ 省略 ２～４ 省略

３～１１

省略

３～１１

省略

備考 総務県民室においては、地域政策課の表２の部１の項�

及び４の項�、６の部２の項、７の部１の項�並びに８の

部１の項の事務について、同表組織名の欄中「総務県民

課」とあるのは「総務県民室」とし、同表決裁区分の欄中

「局長」及び「部長」とあるのは「支局長」として、同表

の規定を適用する。

備考 総務県民室においては、地域政策課の表２の部４の項�

及び４の項�、６の部２の項、７の部１の項�及び ８の

部１の項の事務について、同表組織名の欄中「総務県民

課」とあるのは「総務県民室」とし、同表決裁区分の欄中

「局長」及び「部長」とあるのは「支局長」として、同表

の規定を適用する。

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

主

幹

税

務

課

省略 税

務

課

省略

備考 １～３ 省略

４ 税務室においては、この表３の部５の項�に掲げる

事務については、同表組織名の欄中「税務課」とある

のは「税務室」とし、同表決裁区分の欄中「部長」と

あるのは「支局長」として、同表の規定を適用する。

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

備考 １～３ 省略

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

主

幹

地

域

福

祉

課

１ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 社会福祉法人に関すること。 地

域

福

祉

課

１ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 社会福祉法人に関すること。

� 一時評議員及び一時役員の

選任（第４２条第２項、第４５条

の６第２項）

○ � 仮理事及び特別代理人の選

任（第３９条の３、第３９条の

４）

○

� 評議員会の招集の許可（第

４５条の９第５項）

○ � 監事からの報告の受理（第

４０条）

○

� 定款の変更の認可（第４５条

の３６第２項）

○ � 定款の変更の認可（第４３条

第１項 ）

○
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� 定款変更の届出の受理（第

４５条の３６第４項）

○ � 定款変更の届出の受理（第

４３条第３項 ）

○

�・� 省略 �・� 省略

� 清算人の届出の受理（第４６

条の６第４項、第５項）

○ � 清算人の届出の受理（第４６

条の７第４項、第５項）

○

� 清算結了の届出の受理（第

４７条の５）

○ � 清算結了の届出の受理（第

４７条の３）

○

� 合併の認可（第５０条第３

項、第５４条の６第２項）

○ � 合併の認可（第４９条第２

項、第５４条の６第２項）

○

� 社会福祉充実計画の承認

（第５５条の２第１項）

○

� 社会福祉充実計画に係る必

要な助言その他の支援（第５５

条の２第８項、第５５条の３第

３項）

○

	 関係地方公共団体の長に対

する協力の要請（第５５条の２

第１０項、第５５条の３第３項）

○


 社会福祉充実計画の変更の

承認（第５５条の３第１項）

○

� 社会福祉充実計画の変更の

届出の受理（第５５条の３第２

項）

○

� 社会福祉充実計画の終了の

承認（第５５条の４）

○

 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 	 省略

� 省略 
 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略  省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

２ 省略 ２ 省略

２～８

省略

２～８

省略

９ 児童

福祉法

の施行

に関す

る事務

１～９ 省略 ９ 児童

福祉法

の施行

に関す

る事務

１～９ 省略

１０ 福祉の措置に関すること。 １０ 福祉の措置に関すること。

� 費用の徴収（第５６条第２

項、第５項）

○ � 費用の徴収（第５６条第２

項、第６項）

○

１１ 省略 １１ 省略

１２ 障害児通所給付に関する事務

等の市町に対する助言等

○

愛 媛 県 報平成２９年４月１日 第２８６１号外２

５７



１０～３１

省略

１０～３１

省略

備考 省略 備考 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

環

境

保

全

課

１～１３

省略

環

境

保

全

課

１～１３

省略

１４ 特定

特殊自

動車排

出ガス

の規制

等に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 身分を示す証明書の交付（第

３０条第５項）

○

１５ 省略 １４ 省略

１６ 省略 １５ 省略

１７ 省略 １６ 省略

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決権

者

部

長

室

長

部

長

室

長

地

域

農

業

室

省略 地

域

農

業

室

省略

備考 省略 備考 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決権

者

部

長

室

長

部

長

室

長

企

画

検

査

室

省略 企

画

検

査

室

省略

備考 省略 備考 省略
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

主

幹

森

林

林

業

課

１ 森林

保険に

関する

事務

１ 国立研究開発法人森林研究・

整備機構から委託を受けた業務

の実施

○ 森

林

林

業

課

１ 森林

保険に

関する

事務

１ 国立研究開発法人森林総合研

究所 から委託を受けた業務

の実施

○

２ 森林

法の施

行に関

する事

務

１～５ 省略 ２ 森林

法の施

行に関

する事

務

１～５ 省略

６ 裁定の申請に係る公告及び通

知（第１０条の１１の３第１項）

○

６ 分収育林契約 を締結すべき

旨等の裁定（第１０条の１１の２第

１項、第１０条の１１の５第１項、

第１０条の１１の６第１項、第３

項）

○ ７ 分収育林契約等を締結すべき

旨 の裁定（第１０条の１１の４第

１項、第１０条の１１の５第１項、

第１０条の１１の６第２項、第３

項）

○

７ 省略 ８ 省略

８ 不確知立木持分等を取得すべ

き旨の裁定（第１０条の１２の４、

第１０条の１２の６第１項）

○

９～２３ 省略 ９～２３ 省略

３ 森林

組合法

の施行

に関す

る事務

１ 森林組合の信託規程の制定及

び改廃の承認（第１０条第１項、

第３項）

○ ３ 森林

組合法

の施行

に関す

る事務

１ 森林組合の信託規程の制定及

び改廃の承認（第１０条第１項、

第３項）

○

２ 森林組合の信託規程の変更の

届出の受理（第１０条第４項）

○

３ 森林組合の共済規程の制定及

び改廃の承認（第１９条第１項、

第３項）

○ ２ 森林組合の共済規程の制定及

び改廃の承認（第１９条第１項、

第３項）

○

４ 森林組合の共済規程の変更の

届出の受理（第１９条第４項）

○

５ 森林組合の林地処分事業実施

規程の制定及び改廃の承認（第

２４条第１項、第３項）

○ ３ 森林組合の林地処分事業実施

規程の制定及び改廃の承認（第

２４条 ）

○

６ 森林組合の林地処分事業実施

規程の変更の届出の受理（第２４

条第４項）

○

７ 出資組合の森林経営規程の制

定及び改廃の承認（第２６条の３

第１項、第３項）

○

８ 出資組合の森林経営規程の変

更の届出の受理（第２６条の３第

４項）

○

９ 省略 ４ 省略

１０ 省略 ５ 省略

４～１９

省略

４～１９

省略

備考 省略 備考 省略
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別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

建

築

指

導

課

１～５

省略

建

築

指

導

課

１～５

省略

６ エネ

ルギー

の使用

の合理

化等に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 建築物に係る指導及び助言

（第７４条第１項）

○

２ 第一種特定建築物に関するこ

と。

� 届出の受理（第７５条第１

項）

○

� 変更の指示（第７５条第２

項）

○

� 定期報告の受理（第７５条第

５項）

○

� 勧告（第７５条第６項） ○

３ 第二種特定建築物に関するこ

と。

� 届出の受理（第７５条の２第

１項）

○

� 必要な措置の勧告（第７５条

の２第２項）

○

� 定期報告の受理（第７５条の

２第３項）

○

� 維持保全の勧告（第７５条第

６項、第７５条の２第４項）

○

４ 建築物調査の結果報告の受理

（第７６条第３項）

○

５ 報告の徴収及び立入検査（第

８７条第１０項）

○

６ 省略 ７ 省略

７ 都市

の低炭

素化の

促進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１～６ 省略 ８ 都市

の低炭

素化の

促進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１～６ 省略

７ 軽微な変更に係る書面の交付

（都市の低炭素化の促進に関す

る法律施行規則第４６条の２）

○

８ 建築

物のエ

ネルギ

ー消費

性能の

１ 建築物に係る指導及び助言

（第８条）

○ ９ 建築

物のエ

ネルギ

ー消費

性能の

２ 建築物のエネルギー消費性能

の確保のための構造及び設備に

関する計画に関すること。
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向上に

関する

法律の

施行に

関する

事務

� 建築物エネルギー消費性能

適合性判定（第１２条第１項か

ら第３項まで、第５項、第１３

条第２項から第４項まで、第

６項）

○ 向上に

関する

法律の

施行に

関する

事務� 建築物エネルギー消費性能

適合性判定の期間の延長（第

１２条第４項、第１３条第５項）

○

� 必要な措置の命令（第１４条

第１項、第１６条第２項、第１９

条第３項）

○

� 必要な措置の要請（第１４条

第２項）

○

� 写しの受理（第１５条第３

項）

○

� 必要な措置の指示（第１６条

第１項、第１９条第２項）

○

� 国等の機関の長に対する協

議（第１６条第３項、第２０条第

３項）

○

� 報告の徴収及び立入検査

（第１７条第１項、第２１条第１

項）

○

	 届出及び通知の受理（第１９

条第１項、第２０条第２項）

○


 軽微な変更に係る書面の交

付（建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律施行

規則（以下この部において

「省令」という。）第１１条）

○

３ 建築物エネルギー消費性能向

上計画に関すること。

１ 建築物エネルギー消費性能向

上計画に関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 軽微な変更に係る書面の交

付（省令第２９条）

○

４ 省略 ２ 省略

９ 省略 １０ 省略

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１４ 省略 １５ 省略

１５ 省略 １６ 省略

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

課

長

主

幹

課

長

主

幹
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用

地

管

理

課

１・２

省略

用

地

管

理

課

１・２

省略

３ 逓送

車の運

行及び

逓送車

に乗車

し、逓

送の業

務に従

事する

職員（

以下こ

の部に

おいて

「逓送

員」と

いう。

）の管

理に関

する事

務（東

予地方

局四国

中央土

木事務

所、南

予地方

局大洲

土木事

務所及

び南予

地方局

愛南土

木事務

所に限

る。）

省略 ３ 逓送

車の運

行及び

逓送車

に乗車

し、逓

送の業

務に従

事する

職員（

以下こ

の部に

おいて

「逓送

員」と

いう。

）の管

理に関

する事

務（東

予地方

局四国

中央土

木事務

所、南

予地方

局大洲

土木事

務所及

び南予

地方局

愛南土

木事務

所に限

る。）

省略

４～４５

省略

４～４５

省略

４６ エネ

ルギー

の使用

の合理

化等に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 建築物に係る指導及び助言

（第７４条第１項）

○

２ 第一種特定建築物に関するこ

と。

� 届出の受理（第７５条第１

項）

○

� 変更の指示（第７５条第２

項）

○

� 定期報告の受理（第７５条第

５項）

○

� 勧告（第７５条第６項） ○

愛 媛 県 報平成２９年４月１日 第２８６１号外２

６２



３ 第二種特定建築物に関するこ

と。

� 届出の受理（第７５条の２第

１項）

○

� 必要な措置の勧告（第７５条

の２第２項）

○

� 定期報告の受理（第７５条の

２第３項）

○

� 維持保全の勧告（第７５条第

６項、第７５条の２第４項）

○

４ 建築物調査の結果報告の受理

（第７６条第３項）

○

５ 報告の徴収及び立入検査（第

８７条第１０項）

○

４６ 省略 ４７ 省略

４７ 都市

の低炭

素化の

促進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１～６ 省略 ４８ 都市

の低炭

素化の

促進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１～６ 省略

７ 軽微な変更に係る書面の交付

（都市の低炭素化の促進に関す

る法律施行規則第４６条の２）

○

４８ 建築

物のエ

ネルギ

ー消費

性能の

向上に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 建築物に係る指導及び助言

（第８条）

○ ４９ 建築

物のエ

ネルギ

ー消費

性能の

向上に

関する

法律の

施行に

関する

事務

２ 建築物のエネルギー消費性能

の確保のための構造及び設備に

関する計画に関すること。

� 建築物エネルギー消費性能

適合性判定（第１２条第１項か

ら第３項まで、第５項、第１３

条第２項から第４項まで、第

６項）

○

� 建築物エネルギー消費性能

適合性判定の期間の延長（第

１２条第４項、第１３条第５項）

○

� 必要な措置の命令（第１４条

第１項、第１６条第２項、第１９

条第３項）

○

� 必要な措置の要請（第１４条

第２項）

○

� 写しの受理（第１５条第３

項）

○

� 必要な措置の指示（第１６条

第１項、第１９条第２項）

○

� 国等の機関の長に対する協

議（第１６条第３項、第２０条第

３項）

○
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� 報告の徴収及び立入検査

（第１７条第１項、第２１条第１

項）

○

� 届出及び通知の受理（第１９

条第１項、第２０条第２項）

○

� 軽微な変更に係る書面の交

付（建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律施行

規則（以下この部において

「省令」という。）第１１条）

○

３ 建築物エネルギー消費性能向

上計画に関すること。

１ 建築物エネルギー消費性能向

上計画に関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 軽微な変更に係る書面の交

付（省令第２９条）

○

４ 省略 ２ 省略

４９ 省略 ５０ 省略

５０ 省略 ５１ 省略

５１ 省略 ５２ 省略

５２ 省略 ５３ 省略

備考 １ 東予地方局今治土木事務所においては、この表組織

名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部、２

の部、４の部、５の部２の項�から�まで、３の項及

び４の項、６の部から９の部まで、１２の部から３７の部

まで、３９の部、４０の部、４３の部１の項並びに５２の部に

掲げる事務については「管理課」と、同表１０の部及び

１１の部に掲げる事務については「用地課」として、同

表の規定を適用する。

２ 省略

３ 南予地方局大洲土木事務所においては、この表組織

名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部から

４の部まで、５の部２の項�から�まで、３の項及び

４の項、６の部から９の部まで、１２の部から３７の部ま

で、４３の部１の項並びに５２の部に掲げる事務について

は「事業管理課」と、同表１０の部及び１１の部に掲げる

事務については「用地課」として、同表の規定を適用

する。

４ 南予地方局八幡浜土木事務所においては、この表組

織名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部、

２の部、４の部から９の部まで及び１２の部から５２の部

までに掲げる事務については「管理課」と、同表１０の

備考 １ 東予地方局今治土木事務所においては、この表組織

名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部から

４の部まで 、５の部２の項�から�まで、３の項及

び４の項、６の部から９の部まで、１２の部から３７の部

まで、３９の部、４０の部、４３の部１の項並びに５３の部に

掲げる事務については「管理課」と、同表１０の部及び

１１の部に掲げる事務については「用地課」として、同

表の規定を適用する。

２ 省略

３ 東予地方局今治土木事務所においては、この表事務

の種類の欄中「３ 逓送車の運行及び逓送車に乗車

し、逓送の業務に従事する職員（以下この部において

「逓送員」という。）の管理に関する事務（東予地方

局四国中央土木事務所、南予地方局大洲土木事務所及

び南予地方局愛南土木事務所に限る。）」とあるの

は、「３ 逓送者の運行及び逓送車に乗車し、逓送の

業務に従事する職員（以下この部において「逓送員」

という。）の管理に関する事務（東予地方局今治土木

事務所に限る。）」として、同表の規定を適用する。

４ 南予地方局大洲土木事務所においては、この表組織

名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部から

４の部まで、５の部２の項�から�まで、３の項及び

４の項、６の部から９の部まで、１２の部から３７の部ま

で、４３の部１の項並びに５３の部に掲げる事務について

は「事業管理課」と、同表１０の部及び１１の部に掲げる

事務については「用地課」として、同表の規定を適用

する。

５ 南予地方局八幡浜土木事務所においては、この表組

織名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部、

２の部、４の部から９の部まで及び１２の部から５３の部

までに掲げる事務については「管理課」と、同表１０の
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第５号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

組織改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令を次のように定める。

平成２９年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

組織改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令

（愛媛県保健所処務規程の一部改正）

第１条 愛媛県保健所処務規程（昭和２６年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

部及び１１の部に掲げる事務については「用地課」とし

て、同表の規定を適用する。

部及び１１の部に掲げる事務については「用地課」とし

て、同表の規定を適用する。

改 正 後 改 正 前

（分掌事務）

第２条 保健所（四国中央保健所を除く。）の各課室の分掌事務

は、次のとおりとする。

企画課

�～� 省略

� 省略

� 省略

省略

２ 省略

（所長の専決事項）

第５条 所長の専決処理すべき事項は、次のとおりとする。ただ

し、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ地方

局長の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成１７年法

律第５１号）第２９条第２項の規定による報告の徴収に関するこ

と。

� 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第３０条第２項

の規定による立入検査に関すること。

� 省略

	 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２ 前項第１９号の規定にかかわらず、四国中央市の区域における同

号の事項は、西条保健所長が専決する。

別表（第４条、第８条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

（分掌事務）

第２条 保健所（四国中央保健所を除く。）の各課室の分掌事務

は、次のとおりとする。

企画課

�～� 省略

� 理化学試験及び微生物病理検査に関すること（中予保健所に

限る。）。

� 省略


 省略

省略

２ 省略

（所長の専決事項）

第５条 所長の専決処理すべき事項は、次のとおりとする。ただ

し、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ地方

局長の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

� 省略

２ 前項第１７号の規定にかかわらず、四国中央市の区域における同

号の事項は、西条保健所長が専決する。

別表（第４条、第８条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分 組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

課

長

主

幹

所

長

課

長

主

幹
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企

画

課

１～４

省略

企

画

課

１～４

省略

５ 医療

法（昭

和２３年

法律第

２０５号）

の施行

に関す

る事務

１・２ 省略 ５ 医療

法（昭

和２３年

法律第

２０５号）

の施行

に関す

る事務

１・２ 省略

３ 広告に関すること。

� 報告の徴収及び立入検査

（第６条の８第１項）

○

� 中止命令等（第６条の８第

２項）

○

４ 病院、診療所又は助産所に関

すること。

３ 病院、診療所又は助産所に関

すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 診療所の病床数等の変更の

届出の受理（政令第４条第２

項）

○

� 省略 � 省略

５ 医療法人及び地域医療連携推

進法人に関すること。

４ 医療法人及び地域医療連携推

進法人に関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 事業報告書等の届出の受理

（第５２条第１項、第７０条の

１４）

○ � 事業報告書等の届出の受理

（第５２条第１項、第７０条の

１４）

○

� 事業報告書等の閲覧（第５２

条第２項、第７０条の１４）

○ � 事業報告書等の閲覧（第５２

条第２項、第７０条の１４）

○

	 定款又は寄附行為の変更の

認可及び届出の受理（第５４条

の９第３項、第５項、第７０条

の１８）

○ 	 定款又は寄附行為の変更の

認可及び届出の受理（第５４条

の９第３項、第５項、第７０条

の１８）

○


 解散の認可及び届出の受理

（第５５条第６項から第８項ま

で、第７０条の１５）

○ 
 解散の認可及び届出の受理

（第５５条第６項から第８項ま

で、第７０条の１５）

○

� 清算人の届出の受理（第５６

条の６、第７０条の１５）

○ � 清算人の届出の受理（第５６

条の６、第７０条の１５）

○

� 清算結了の届出の受理（第

５６条の１１、第７０条の１５）

○ � 清算結了の届出の受理（第

５６条の１１、第７０条の１５）

○

・� 省略 ・� 省略

� 報告の徴収及び立入調査

（第６３条第１項、第７０条の

２０）

○ � 報告の徴収及び立入調査

（第６３条第１項、第７０条の

２０）

○

� 必要な措置及び業務の停止

の命令並びに役員の解任の勧

告（第６４条、第７０条の２０）

○ � 必要な措置及び業務の停止

の命令並びに役員の解任の勧

告（第６４条、第７０条の２０）

○

�・� 省略 �・� 省略

� 弁明を聴取する職員の指名

及び弁明の機会の付与（第６７

条第１項、第７０条の２３）

○ � 弁明を聴取する職員の指名

及び弁明の供与 （第６７

条第１項、第７０条の２３）

○

� 医療連携推進認定（第７０条

第１項、第７０条の３第２項、

第７０条の６）

○
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� 医療連携推進業務の実施に

支障のないことの確認（第７０

条の８第３項、第５項）

○

� 地域医療連携推進法人の代

表理事の選定及び解職の認可

（第７０条の１９）

○

� 医療連携推進認定の取消し

（第７０条の２１第１項から第４

項まで、第６項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 登記の届出の受理（政令第

５条の１２）

○

	 役員の変更の届出の受理

（政令第５条の１３）

○

６ 省略 ５ 省略

７ 省略 ６ 省略

８ 省略 ７ 省略

６～２１

省略

６～２１

省略

２２ 理化

学試験

及び微

生物病

理検査

に関す

ること

（中予

保健所

に限る

。）。

１ 理化学試験及び微生物病理検

査の成績書等の発行に関するこ

と。

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分 組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

課

長

所

長

課

長

環

境

保

全

課

１～１１

省略

環

境

保

全

課

１～１１

省略

１２ ポリ

塩化ビ

フェニ

ル廃棄

物の適

正な処

理の推

進に関

する特

別措置

１ 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄

物等の保管等の届出の受理（第８

条第１項、第１５条、第１９条）

○ １２ ポリ

塩化ビ

フェニ

ル廃棄

物の適

正な処

理の推

進に関

する特

別措置

１ ポリ塩化ビフェニル廃棄物

の保管等の届出の受理（第８

条第１項、第１５条、第１９条）

○

２ 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄

物等の保管等の状況の公表（第９

条、第１５条、第１９条）

○ ２ ポリ塩化ビフェニル廃棄物

の保管等の状況の公表（第９

条、第１５条、第１９条）

○

３ 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄

物等の処分の完了の届出の受理

（第１０条第２項、第１５条、第１９

条）

○ ３ 事業者の地位の承継の届出の受

理（第１２条第２項）

○
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（愛媛県地方局男女共同参画推進班規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局男女共同参画推進班規程（昭和５９年愛媛県訓令第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

法（平

成１３年

法律第

６５号）

の施行

に関す

る事務

４ 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄

物等の特例処分期限日に係る届出

の受理（第１０条第３項第２号、第

１８条第２項第２号）

○ 法（平

成１３年

法律第

６５号）

の施行

に関す

る事務

５ 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄

物等の特例処分期限日に係る変更

の届出の受理（第１０条第４項、第

１９条）

○

６ 指導及び助 言（第１１条、第１５

条、第１９条）

○ ４ 指導及び助 言（第１４条、第１５

条、第１９条）

○

７ 改善命令（第１２条、第１５条） ○ ５ 改善命令（第１６条、第１５条） ○

８ 事業者の地位の承継の届出の受

理（第１６条第２項、第１９条）

○

９ 報告の徴収（第１９条、第２４条） ○ ６ 報告の徴収（第１７条、第２４条） ○

１０ 立入検査等（第１９条、第２５条第

１項）

○ ７ 立入検査等（第１８条第１項

）

○

１３～１７

省略

１３～１７

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分 組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

課

長

主

幹

所

長

課

長

主

幹

生

活

衛

生

課

１～１５

省略

生

活

衛

生

課

１～１５

省略

１６ 愛媛

県食品

行商条

例（昭

和２７年

愛媛県

条例第

６２号）

の施行

に関す

る事務

省略 １６ 食品

行商条

例

（昭

和２７年

愛媛県

条例第

６２号）

の施行

に関す

る事務

省略

１７・１８

省略

１７・１８

省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１～９ 省略

１０ 地方局支局総務県民室長

１１～１９ 省略

１～９ 省略

１０ 地方局総務企画部支局総務県民室長

１１～１９ 省略
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（愛媛県農林水産業総合対策推進班規程の一部改正）

第３条 愛媛県農林水産業総合対策推進班規程（平成６年愛媛県訓令第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県南予地域活性化特別対策本部規程の一部改正）

第４条 愛媛県南予地域活性化特別対策本部規程（平成１８年愛媛県訓令第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１～５ 省略

６ 農林水産部農政企画局農政課農地・担い手対策室主幹

７ 農林水産部農政企画局農政課農地・担い手対策室農地活

用係長

８ 農林水産部農政企画局農政課農地・担い手対策室担い手

育成係長

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

１８ 省略

１９ 省略

２０ 省略

２１ 省略

２２ 省略

２３ 農林水産部農業振興局農産園芸課鳥獣害対策係長

２４ 省略

２５ 省略

２６ 農林水産部農業振興局農産園芸課野菜・花き係長

２７ 農林水産部農業振興局農産園芸課環境農業係長

２８～３５ 省略

１～５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

１８ 省略

１９ 省略

２０ 省略

２１ 省略

２２ 農林水産部農業振興局農産園芸課環境農業係長

２３ 農林水産部農業振興局農産園芸課野菜・花き係長

２４ 農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・農地保全対策

室主幹

２５ 農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・農地保全対策

室農地活用係長

２６ 農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・農地保全対策

室鳥獣害対策係長

２７ 農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・農地保全対策

室担い手育成係長

２８～３５ 省略

改 正 後 改 正 前

別表４（第７条関係） 別表４（第７条関係）

１～８ 省略

９ 南予地方局八幡浜支局総務県民室地域政策班長

１０ 省略

１～８ 省略

９ 南予地方局総務企画部八幡浜支局総務県民室地域政策班

長

１０ 省略
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（愛媛県発達障がい者支援センター規程の一部改正）

第５条 愛媛県発達障がい者支援センター規程（平成１９年愛媛県訓令第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県鳥獣害防止対策班規程の一部改正）

第６条 愛媛県鳥獣害防止対策班規程（平成２３年愛媛県訓令第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県特別滞納整理班規程の一部改正）

第７条 愛媛県特別滞納整理班規程（平成２４年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛のくに えひめ営業本部規程の一部改正）

第８条 愛のくに えひめ営業本部規程（平成２４年愛媛県訓令第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職制）

第４条 センター長は、子ども療育センターの副所長の職にある者

をもって充てる。

２ 省略

（職制）

第４条 センター長は、子ども療育センターの所長 の職にある者

をもって充てる。

２ 省略

改 正 後 改 正 前

（職制）

第４条 省略

２ 班に副班長を置き、農林水産部農業振興局農産園芸課長

農地保全対策室長の職にある班員をもって充てる。

（庶務）

第６条 班の庶務は、農林水産部農業振興局農産園芸課

地保全対策室において処理する。

別表（第３条関係）

（職制）

第４条 省略

２ 班に副班長を置き、農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・

農地保全対策室長の職にある班員をもって充てる。

（庶務）

第６条 班の庶務は、農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・農

地保全対策室において処理する。

別表（第３条関係）

１ 省略

２ 農林水産部農業振興局農産園芸課長

３・４ 省略

５ 農林水産部農政企画局農政課農地・担い手対策室主幹

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９～１１ 省略

１ 省略

２ 農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・農地保全対策

室長

３・４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・農地保全対策

室主幹

９～１１ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１～３ 省略

４ 東予地方局今治支局税務室長

５ 省略

６ 南予地方局八幡浜支局税務室長

７・８ 省略

１～３ 省略

４ 東予地方局総務企画部今治支局税務室長

５ 省略

６ 南予地方局総務企画部八幡浜支局税務室長

７・８ 省略
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（愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会開催準備推進班規程の一部改正）

第９条 愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会開催準備推進班規程（平成２６年愛媛県訓令第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県福祉総合支援センター処務規程の一部改正）

第１０条 愛媛県福祉総合支援センター処務規程（平成２７年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第７条 省略

第８条 省略

第９条 省略

第１０条 省略

（営業総括プロデューサー）

第７条 営業本部に、知事の命を受け、県産品の流通・販売対策等

を総合的に監督し、本部長に指導及び助言を行うとともに、特に

重要な県産品の流通・販売対策等を処理させるため、営業総括プ

ロデューサーを置く。

２ 営業総括プロデューサーは、参与の職にある者をもって充て

る。

第８条 省略

第９条 省略

第１０条 省略

第１１条 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１～１７ 省略

１８ 地方局支局総務県民室長

１９・２０ 省略

１～１７ 省略

１８ 地方局総務企画部支局総務県民室長

１９・２０ 省略

改 正 後 改 正 前

（職務）

第２条 省略

２～８ 省略

９ 児童福祉司は、主として、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第１３条第４項及び第７項に規定する業務を行う。

１０～１６ 省略

（分掌事務）

第３条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

省略

子ども・女性支援課

�～� 省略

� 児童福祉法第２６条第１項、第２７条、第２７条の２第１項、第２７

条の３、第２８条第１項から第３項まで、第３０条第３項、第３１条

第２項から第４項まで、第３３条並びに第３３条の４の規定による

相談及び措置に関すること。

�～� 省略

� 児童福祉法第５６条第１項、第２項及び第４項の規定による扶

養義務者負担金に関すること。

�～� 省略

	 児童虐待の防止等に関する法律第１３条の２の規定による措置

の解除時の安全確認等に関すること。


 児童虐待の防止等に関する法律第１３条の４の規定による資料

又は情報の提供に関すること。

（職務）

第２条 省略

２～８ 省略

９ 児童福祉司は、主として、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第１３条第３項及び第４項に規定する業務を行う。

１０～１６ 省略

（分掌事務）

第３条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

省略

子ども・女性支援課

�～� 省略

� 児童福祉法第２６条第１項、第２７条、第２７条の２第１項、第２７

条の３、第２８条第１項から第３項まで、第３０条第３項、第３１条

第２項及び第３項 、第３３条並びに第３３条の４の規定による

相談及び措置に関すること。

�～� 省略

� 児童福祉法第５６条第１項、第２項及び第５項の規定による扶

養義務者負担金に関すること。

�～� 省略

	 児童虐待の防止等に関する法律第１３条の３の規定による資料

又は情報の提供に関すること。
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（愛媛県子ども・女性支援センター処務規程の一部改正）

第１１条 愛媛県子ども・女性支援センター処務規程（平成２７年愛媛県訓令第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第６号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

労働委員会事務局

愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２９年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令

愛媛県職員被服等貸与規程（昭和５４年愛媛県訓令第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 児童虐待の防止等に関する法律第１３条の５の規定による愛媛

県社会福祉審議会への報告に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

省略

	 児童虐待の防止等に関する法律第１３条の４の規定による愛媛

県社会福祉審議会への報告に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

省略

改 正 後 改 正 前

（職務）

第２条 省略

２～５ 省略

６ 児童福祉司は、主として、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第１３条第４項及び第７項に規定する業務を行う。

７～１１ 省略

（職務）

第２条 省略

２～５ 省略

６ 児童福祉司は、主として、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第１３条第３項及び第４項に規定する業務を行う。

７～１１ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第２（第２条、第５条関係）

作業服等の貸与基準

別表第２（第２条、第５条関係）

作業服等の貸与基準

貸 与 対 象 者 品目 数量
着用

期間

貸与

期間
備考 貸 与 対 象 者 品目 数量

着用

期間

貸与

期間
備考

１～９ 省略 １～９ 省略

１０ 消費生活センターに勤

務する職員のうち、商品

テスト業務に従事するも

の

省略 １０ 消費生活センターに勤

務する職員のうち、試験

研究業務 に従事するも

の

省略

１１～１３ 省略 １１～１３ 省略

１４ 循環型社会推進課に勤

務する職員のうち、産業

廃棄物関係業務又は一般

作業服 省略 １４ 循環型社会推進課に勤

務する職員のうち、産業

廃棄物関係業務又は一般

作業服 省略

作業服

（夏）

１ 夏期 ２年
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教育委員会規則

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県教育委員会規則第５号
愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年４月１日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則

愛媛県教育委員会事務局組織規則（平成元年愛媛県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

廃棄物関係業務に従事す

るもの

省略 廃棄物関係業務に従事す

るもの

省略

雨がつ

ぱ

省略 雨がつ

ぱ

省略

ヘルメ

ット

１ 年間 ３年

省略 省略

１５ 省略 １５ 省略

１６ 保

健所

に勤

務す

る職

員

�・� 省略 １６ 保

健所

に勤

務す

る職

員

�・� 省略

� 食品衛生監視

業務に従事する

もの（食品衛生

監視機動班の班

員に限る。）

省略 � 食品衛生監視

業務に従事する

もの（食品衛生

監視機動班の班

員に限る。）

省略

�～� 省略 �～� 省略

１７～４７ 省略 １７～４７ 省略

改 正 後 改 正 前

（組織）

第２条 事務局に次の表の左欄に掲げる部を置き、これらの部にそ

れぞれ同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課にそれぞれ同表

の右欄に掲げる係を置く。

（組織）

第２条 事務局に次の表の左欄に掲げる部を置き、これらの部にそ

れぞれ同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課にそれぞれ同表

の右欄に掲げる係を置く。

部 課 係 部 課 係

管理部
教育総務課 総務係 法令指導係

管理部
教育総務課 総務係 企画調整係 法令指導係

省略 省略

省略 省略

２～４ 省略

（各課及び室の所掌事務）

第３条 各課及び室の所掌事務は、次のとおりとする。

教育総務課（第１７号から第２２号まで及び第２６号の事務にあって

は、教職員厚生室の所掌とする。）

�～� 省略

� 教育情報ネットワークに関すること。

� 省略

	 省略

省略

２～４ 省略

（各課及び室の所掌事務）

第３条 各課及び室の所掌事務は、次のとおりとする。

教育総務課（第１７号から第２２号まで及び第２６号の事務にあって

は、教職員厚生室の所掌とする。）

�～� 省略

� 省略

� 省略

省略
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教育委員会告示

教育委員会訓令

�愛媛県教育委員会告示第２号
愛媛県教育委員会公印規程（昭和３６年愛媛県教育委員会訓令第２

号）第５条の規定により、教育長職務代理者印を次のとおり新設し

た。

平成２９年４月１日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

１ 印影

２ 使用開始年月日

平成２９年４月１日

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県教育委員会訓令第１号
教育委員会事務局

教 育 機 関

愛媛県教育委員会公印規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２９年４月１日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

愛媛県教育委員会公印規程の一部を改正する訓令

愛媛県教育委員会公印規程（昭和３６年愛媛県教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（公印の種類）

第２条 公印は、職印及び庁印の２種とし、次に掲げるとおりとす

る。

� 職印

教育長印

教育長職務代理者印

省略

� 省略

２ 省略

（公印の管守者）

第４条 次の公印は、教育総務課長が管守する。

� 省略

� 教育長職務代理者印

� 省略

� 省略

� 省略

２・３ 省略

４ 公印の管守者は、自ら公印を管守することが事務処理上適当で

ないと認めたときは、あらかじめ、所属の職員中から公印の取扱

者（以下「公印取扱者」という。）を指定して補助させる

使用に当らせることができる。

（告示）

第８条 教育長印、教育長職務代理者印又は教育委員会印を新設

し、改刻し、又は廃止したときは、その旨を告示するものとす

る。

（公印の使用）

（公印の種類）

第２条 公印は、職印及び庁印の２種とし、次に掲げるとおりとす

る。

� 職印

教育長印

省略

� 省略

２ 省略

（公印の管守者）

第４条 次の公印は、教育総務課長が管守する。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２・３ 省略

４ 公印の管守者は、自ら公印を管守することが事務処理上適当で

ないと認めたときは、あらかじめ、所属の職員中から公印取扱者

者（以下「公印取扱者」という。）を指定して、公印の管守及び

使用に当らせることができる。

（告示）

第８条 教育長印、教育委員会印 を新設

し、改刻し、又は廃止したときは、その旨を告示するものとす

る。

（公印の使用）
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第１０条 省略

２ 教育総務課長の管守する教育長印、教育長職務代理者印又は教

育委員会印を使用する証票、賞状等（以下「証票等」という。）

で、事前に一括して当該公印を押なつしておくことが適当と認め

られるものについては、教育総務課長又はこれらの公印に係る公

印取扱者は、当該公印を事前に押なつさせることができる。

３ 省略

４ 公印の管守者又は公印取扱者は、公印を使用したときは、公印

使用簿（様式第５号）に必要事項を記録させなければならない。

５ 前項の公印使用簿は、毎日公印の管守者において査閲しなけれ

ばならない。

（旧印の保存）

第１３条 公印の管守者は、改刻により不用となつた旧公印又は職制

等の変更により使用しなくなつた公印を、その時から起算して、

次により保存しなければならない。

� 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律（平成２６年法律第７６号）による改正前の地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１２条に規

定する教育委員長の印、教育長印、教育長職務代理者印及び教

育委員会印 永年

� 省略

２ 公印の管守者は、前項の保存期間を経過した公印を、細断又は

焼却の方法により棄却処分しなければならない。

（公印取扱の調査）

第１５条 省略

２ 前項の規定により調査の際、必要があると認めたときは、教育

総務課長は、公印の管守者に報告を求め又は参考書類の提出を求

めることができる。

別表２（第３条関係）

第１ ひな形

１ 職印

第１０条 省略

２ 教育総務課長の管守する教育長印、教育長職務代理者印又は教

育委員会印を使用する証票、賞状等（以下「証票等」という。）

で、事前に一括して当該公印を押なつしておくことが適当と認め

られるものについては、教育総務課長又はこれらの公印に係る公

印取扱者は、当該公印を事前に押なつさせることができる。

３ 省略

４ 公印管守者 又は公印取扱者は、公印を使用したときは、公印

使用簿（様式第５号）に必要事項を記録させなければならない。

５ 前項の公印使用簿は、毎日公印管守者 において査閲しなけれ

ばならない。

（旧印の保存）

第１３条 公印の管守者は、改刻により不用となつた旧公印又は職制

等の変更により使用しなくなつた公印を、その時から起算して、

次により保存しなければならない。

� 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律（平成２６年法律第７６号）による改正前の地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１２条に規

定する教育委員長の印、教育長印、教育長職務代理者印及び教

育委員会印 永年

� 省略

２ 公印管守者 は、前項の保存期間を経過した公印を、細断又は

焼却の方法により棄却処分しなければならない。

（公印取扱の調査）

第１５条 省略

２ 前項の規定により調査の際、必要があると認めたときは、教育

総務課長は、公印管守者 に報告を求め又は参考書類の提出を求

めることができる。

別表２（第３条関係）

第１ ひな形

１ 職印

愛 媛 県 教

育 委 員 会

教 育 長 印

愛 媛 県 教
育 委 員 会
教育長職務
代 理 者 印

愛 媛 県 教
育 委 員 会
事 務 局 副
教 育 長 印

愛 媛 県 教
育 委 員 会
事 務 局 管
理 部 長 印

愛 媛 県 教

育 委 員 会

教 育 長 印

愛 媛 県 教
育 委 員 会
事 務 局 副
教 育 長 印

愛 媛 県 教
育 委 員 会
事 務 局 管
理 部 長 印

愛媛県教育
委員会事務局
管理部教育
総務課長印

愛媛県教育
委員会事務局
管理部教育
総務課長印

中 予 教

育 事 務

所 長 印

愛媛県立川

之 江 高 等

学 校 長 印

中 予 教

育 事 務

所 長 印

愛媛県立川

之 江 高 等

学 校 長 印

２ 省略

備考

１～３ 省略

第２ 寸法

２ 省略

備考

１～３ 省略

第２ 寸法

公印の種類 寸法方（ミリメートル） 公印の種類 寸法方（ミリメートル）

職印

教育長印 省略

職印

教育長印 省略

教育長職務代理者印 ２７

省略 省略

省略 省略

様式第３号（第６条関係）

省略

様式第３号

省略

省略 省略

使用開始 年 月 日 年 月 日告示第 号 使用開始 年 月 日 年 月 日
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人事委員会規則

附 則

１ この訓令は、公布の日から施行する。

２ この訓令施行の際現にある改正前の愛媛県教育委員会公印規程様式第３号の規定による公印台帳は、改正後の愛媛県教育委員会公印規

程様式第３号の規定による公印台帳とみなす。

�愛媛県人事委員会規則６－２００
職員の採用及び昇任に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年４月１日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

職員の採用及び昇任に関する規則の一部を改正する規則

職員の採用及び昇任に関する規則（愛媛県人事委員会規則６―５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改刻

又は

廃止

年 月 日
改刻

廃止
年 月 日告示第 号

廃 止

年 月 日

理 由
組織変更 業務廃止 損傷 摩滅 亡失

その他（ ）
理 由

組織変更 業務廃止 盗難 亡失 改刻

その他（ ）

省略 省略

注 告示欄は、教育長印、教育長職務代理者印又は教育委

員会印の場合のみ記載すること。

（注） 告示欄は、教育委員長印、教育長印、 教育委

員会印の場合のみ記載すること。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条関係）

行政職群級別職務区分表

別表第１（第４条関係）

行政職群級別職務区分表

職務の級

区分
部 局

職務の級区分欄の級に含まれ

る職

職務の級

区分
部 局

職務の級区分欄の級に含まれ

る職

省略 管理者の事務部局 省略 省略 管理者の事務部局 省略

６級 省略

南宇和病院事務局長

新居浜病院総務医事課長

６級 省略

南宇和病院事務局長

新居浜病院総務医事課長

省略 省略 省略 省略

備考 省略

別表第４（第４条関係）

医療職群�級別職務区分表

備考 省略

別表第４（第４条関係）

医療職群�級別職務区分表

職務の級

区分
部 局

職務の級区分欄の級に含まれ

る職

職務の級

区分
部 局

職務の級区分欄の級に含まれ

る職

省略 省略

４級 知事の事務部局 省略

保健所の課長（４級）

子ども療育センター所長

子ども療育センター副所長

省略

４級 知事の事務部局 省略

保健所の課長（４級）

子ども療育センター所長

子ども療育センター副所長

省略

省略 省略

５級 知事の事務部局 省略

子ども療育センター所長

子ども療育センター副所長

省略

５級 知事の事務部局 省略

子ども療育センター所長

子ども療育センター副所長

省略

省略 省略
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１１８９
職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年４月１日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則等の一部を改正する規則

（職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部改正）

第１条 職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正）

第２条 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―４３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（特殊自動車運転作業手当）

第３４条の７ 条例第６４条の２に定める「人事委員会が定める農業大

学校等」とは、農業大学校及び農林水産研究所（水産研究センタ

ーを除く。）並びに東予地方局産業経済部今治支局産地育成室、

中予地方局産業経済部産業振興課産地育成室及び南予地方局産業

経済部産業振興課産地育成室をいう。

２・３ 省略

（特殊自動車運転作業手当）

第３４条の７ 条例第６４条の２に定める「人事委員会が定める農業大

学校等」とは、農業大学校及び農林水産研究所（水産研究センタ

ーを除く。）並びに東予地方局産業経済部今治支局地域農業室、

中予地方局産業経済部産業振興課地域農業室及び南予地方局産業

経済部産業振興課地域農業室をいう。

２・３ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第１０（第３条関係）

級 別 職 務 区 分 表

１ 行政職給料表級別職務区分表

別表第１０（第３条関係）

級 別 職 務 区 分 表

１ 行政職給料表級別職務区分表

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

省略 省略

２級 知事の事務部局 省略 ２級 知事の事務部局 省略

主任技師（２級） 主任技師（２級）

秘書（２級） 秘書（２級）

省略 省略

省略 省略

省略 省略

５級 知事の事務部局 省略 ５級 知事の事務部局 省略

室付（５級） 室付（５級）

所付 所付

省略 省略

省略 省略

６級 知事の事務部局 省略 ６級 知事の事務部局 省略

交通警備調整監（６級） 交通警備調整監（６級）

県外競技調整監（６級） 県外競技調整監（６級）

省略 省略

省略 省略
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（給料表の適用範囲に関する規則の一部改正）

第３条 給料表の適用範囲に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―４４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（管理職手当に関する規則の一部改正）

第４条 管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―６８）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

７級 知事の事務部局 省略 ７級 知事の事務部局 省略

交通警備調整監（７級） 交通警備調整監（７級）

県外競技調整監（７級） 県外競技調整監（７級）

省略 省略

省略 省略

省略 省略

９級 知事の事務部局 ９級 知事の事務部局 特命理事

省略 省略

省略 省略

２・３ 省略

４ 医療職給料表�級別職務区分表

２・３ 省略

４ 医療職給料表�級別職務区分表

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

省略 省略

３級 知事の事務部局 省略

医監（４級）

子ども療育センター所長

子ども療育センター副所長

３級 知事の事務部局 省略

医監（４級）

子ども療育センター所長

子ども療育センター副所長

４級 知事の事務部局 省略

子ども療育センター所長

子ども療育センター副所長

４級 知事の事務部局 省略

子ども療育センター所長

子ども療育センター副所長

５～７ 省略 ５～７ 省略

改 正 後 改 正 前

（医療職給料表�の適用範囲）

第５条 医療職給料表�は、保健所、子ども療育センター、心と体

の健康センター、児童相談所、身体障害者更生相談所、えひめ学

園及びしげのぶ特別支援学校に勤務する職員並びに市町へ派遣さ

れている職員で、保健指導若しくは看護等に従事し、又は学生の

実習等を指導する保健師、助産師、看護師及び准看護師であるも

のに適用する。

（医療職給料表�の適用範囲）

第５条 医療職給料表�は、保健所、子ども療育センター、心と体

の健康センター、児童相談所、身体障害者更生相談所及びえひめ

学園 に勤務する職員並びに市町へ派遣さ

れている職員で、保健指導若しくは看護等に従事し、又は学生の

実習等を指導する保健師、助産師、看護師及び准看護師であるも

のに適用する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

部局 公 職 区分 部局 公 職 区分

知事の

事務部

局

１種 知事の

事務部

局

特命理事 １種

省略 省略

子ども療育センター所長

子ども療育センター副所長

省略 省略

省略 ３種 省略 ３種
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人事委員会告示

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県人事委員会告示第１号
へき地等学校の指定（平成２８年３月愛媛県人事委員会告示第２号）の一部を次のように改正する。

平成２９年４月１日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

交通警備調整監 交通警備調整監

県外競技調整監 県外競技調整監

省略 省略

福祉総合支援センター次長 福祉総合支援センター次長

子ども療育センター所長 子ども療育センター所長

省略 省略

省略 ４種 省略 ４種

衛生環境研究所の課長 衛生環境研究所の課長

子ども療育センター副所長 子ども療育センター副所長

省略 省略

省略 ５種 省略 ５種

室付（主幹同格者に限る。） 室付（主幹同格者に限る。）

所付 所付

省略 省略

省略 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

１ へき地学校

� 小学校の部

１ へき地学校

� 小学校の部

市 郡 名 学 校 名 級別区分 市 郡 名 学 校 名 級別区分

四国中央市 四国中央市立新宮小学校 １ 級

新 居 浜 市 省略 新 居 浜 市 省略

省略 省略

上 浮 穴 郡 省略 上 浮 穴 郡 省略

省略 １ 級 省略 １ 級

�万高原町立美川小学校 �万高原町美川小学校

伊 予 郡 伊 予 郡 砥部町立高市小学校 ２ 級

砥部町立広田小学校 １ 級 砥部町立広田小学校 １ 級

砥部町立玉谷小学校

省略 省略

� 中学校の部 � 中学校の部

市 郡 名 学 校 名 級別区分 市 郡 名 学 校 名 級別区分

四国中央市 四国中央市立新宮中学校 １ 級

新 居 浜 市 省略 新 居 浜 市 省略

省略 省略
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公営企業管理規程

�愛媛県公営企業管理規程第４号
愛媛県公営企業組織規程及び愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２９年４月１日

愛媛県公営企業管理者 俊 野 健 治

愛媛県公営企業組織規程及び愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程

（愛媛県公営企業組織規程の一部改正）

第１条 愛媛県公営企業組織規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部改正）

第２条 愛媛県企業職員の給与に関する規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

２ へき地学校に準ずる学校

� 小学校の部

２ へき地学校に準ずる学校

� 小学校の部

市 郡 名 学 校 名 市 郡 名 学 校 名

四国中央市 四国中央市立新宮小学校

省略 省略

� 中学校の部 � 中学校の部

市 郡 名 学 校 名 市 郡 名 学 校 名

四国中央市 四国中央市立新宮中学校

省略 省略

３ 省略 ３ 省略

改 正 後 改 正 前

（病院の組織）

第１０条 省略

２ 愛媛県立中央病院には、前項に定めるもののほか、救命救急セ

ンター、総合周産期母子医療センター、小児医療センター、愛媛

ＰＥＴ―ＣＴセンター、消化器病センター、がん治療センター、

腎糖尿病センター、脳卒中センター、循環器病センター、総合診

療センター 、災害医療センター、臨床研修セ

ンター、入院サポートセンター、手術部、中央材料部、検査部、

放射線部、リハビリテーション部、栄養部、輸血部、病理診断

部、内視鏡室、人工透析室、集中治療室及び地域医療連携室を置

き、事務局に総務医事課を置く。

３ 省略

４ 愛媛県立新居浜病院には、第１項に定めるもののほか、救命救

急センター、検査部、放射線部、リハビリテーション部及び人工

透析室を置き、事務局に総務医事課 を置く。

５ 省略

別表第３（第１１条関係）

（病院の組織）

第１０条 省略

２ 愛媛県立中央病院には、前項に定めるもののほか、救命救急セ

ンター、総合周産期母子医療センター、小児医療センター、愛媛

ＰＥＴ―ＣＴセンター、消化器病センター、がん治療センター、

腎糖尿病センター、脳卒中センター、循環器病センター、総合診

療センター、健康診断センター、災害医療センター、臨床研修セ

ンター、入院サポートセンター、手術部、中央材料部、検査部、

放射線部、リハビリテーション部、栄養部、輸血部、病理診断

部、内視鏡室、人工透析室、集中治療室及び地域医療連携室を置

き、事務局に総務医事課を置く。

３ 省略

４ 愛媛県立新居浜病院には、第１項に定めるもののほか、救命救

急センター、検査部、放射線部、リハビリテーション部及び人工

透析室を置き、事務局に総務課及び医事課を置く。

５ 省略

別表第３（第１１条関係）

病院 係の名称 病院 係の名称

省略 省略

愛媛県立

新居浜病

院

（総務医事課）庶務係、会計係、医事係、調達係

省略

愛媛県立

新居浜病

院

（総務課）庶務係、会計係

（医事課）医事係、調達係

省略
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改 正 後 改 正 前

附 則

（給料の調整額）

７ 当分の間、医療職給料表�の適用を受ける職員のうち、管理職

手当の支給を受ける職員（その職務の級が４級である者に限

る。）に対し、当該職員の次の表に掲げる公職に応じて同表に掲

げる調整基本額に同表に掲げる調整数を乗じて得た額の給料の調

整額を支給する。

附 則

（給料の調整額）

７ 当分の間、医療職給料表�の適用を受ける職員のうち、管理職

手当の支給を受ける職員（その職務の級が４級である者に限

る。）に対し、当該職員の次の表に掲げる公職に応じて同表に掲

げる調整基本額に同表に掲げる調整数を乗じて得た額の給料の調

整額を支給する。

公 職 調整基本額 調整数 公 職 調整基本額 調整数

省略 省略

省略

センター長（別表第２右欄に掲げる区

分が１種に該当する職に限る。）

医局長

省略

省略

センター長（別表第２右欄に掲げる区

分が１種に該当する職に限る。）
省略

省略 省略

別表第１（第３条関係）

給料表級別職務区分表

別表第１（第３条関係）

給料表級別職務区分表

職務の級

給料表区分

１

級

２

級

３

級

４

級

５

級

６

級

７

級

８

級

９

級

職務の級

給料表区分

１

級

２

級

３

級

４

級

５

級

６

級

７

級

８

級

９

級

行政職給料表

（１～９）

省

略

省略

○事業所の

課長（中

央病院総

務医事課

長及び新

居浜病院

総務医事

課長を除

く。）

省略

省略

○中央病

院総務

医事課

長

○新居浜

病院総

務医事

課長

省

略

行政職給料表

（１～９）

省

略

省略

○事業所の

課長（中

央病院総

務医事課

長及び新

居浜病院

総務医事

課長を除

く。）

省略

省略

○中央病

院総務

医事課

長

省

略

省略 省略

別表第２（第５条、第６条の２、第７条、附則第７項関係）

管理職手当の支給を受ける者の範囲及び区分

別表第２（第５条、第６条の２、第７条、附則第７項関係）

管理職手当の支給を受ける者の範囲及び区分

公 職 区 分 公 職 区 分

省略 省略

省略 ４種 省略 ４種

南宇和病院事務局長 南宇和病院事務局長

新居浜病院総務医事課長 新居浜病院総務医事課長

省略 省略

省略 ５種 省略 ５種

病院の課長（中央病院総務医事課長及び新居浜病

院総務医事課長を除く。）

病院の課長（中央病院総務医事課長及び新居浜病

院総務医事課長を除く。）

省略 省略

南宇和病院事務局次長 南宇和病院事務局次長

新居浜病院総務医事課主幹 新居浜病院総務医事課主幹

省略 省略
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公営企業訓令

附 則

この管理規程は、公布の日から施行する。

�愛媛県公営企業訓令第１号
公営企業管理局

各 事 業 所

愛媛県公営企業事業所処務規則及び愛媛県公営企業事業所事務決裁規則の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２９年４月１日

愛媛県公営企業管理者 俊 野 健 治

愛媛県公営企業事業所処務規則及び愛媛県公営企業事業所事務決裁規則の一部を改正する訓令

（愛媛県公営企業事業所処務規則の一部改正）

第１条 愛媛県公営企業事業所処務規則（昭和５７年愛媛県公営企業訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（病院の事務局等の所掌事務）

第５条 省略

２ 愛媛県立中央病院の総務医事課等の所掌事務は、次のとおりと

する。

省略

省略

臨床研修センター 省略

入院サポートセンター

� 入院予定の患者に関すること。

� 入院サポートセンターの管理に関すること。

� その他入院に関すること（他の主 管 に 属 す る も の を 除

く。）。

省略

３ 省略

４ 愛媛県立新居浜病院の総務医事課等の所掌事務は、次のとおり

とする。

総務医事課

�～� 省略

� 患者の受付及び入退院事務に関すること。

� 医療社会事業に関すること。

� 社会保険に関すること。

� 健康診査等の受託契約に関すること。

	 料金、料金以外の使用料及び手数料の調定に関すること。


 診療費の請求に関すること。

� 未収入金の整理及び督促に関すること。

� 契約に関すること（第１２号に掲げるものを除く。）。

 物品の出納、管理及び処分に関すること。

� 財産の管理（他の主管に属するものを除く。）及び処分に関

すること。

� 給食に関すること。

� 省略

（病院の事務局等の所掌事務）

第５条 省略

２ 愛媛県立中央病院の総務医事課等の所掌事務は、次のとおりと

する。

省略

健康診断センター

� 健康診断に関すること。

� 健康診断センターの管理に関すること。

省略

臨床研修センター 省略

省略

３ 省略

４ 愛媛県立新居浜病院の総務課等 の所掌事務は、次のとおり

とする。

総務課

�～� 省略

� 省略

医事課

� 患者の受付及び入退院事務に関すること。
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（愛媛県公営企業事業所事務決裁規則の一部改正）

第２条 愛媛県公営企業事業所事務決裁規則（平成９年愛媛県公営企業訓令第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略

５ 省略

（病院の職員の職務）

第９条 病院の職員の職務は、次項から第２１項までに規定するとお

りとする。

２～２１ 省略

� 医療社会事業に関すること。

� 社会保険に関すること。

� 健康診査等の受託契約に関すること。

� 料金、料金以外の使用料及び手数料の調定に関すること。

� 診療費の請求に関すること。

� 未収入金の整理及び督促に関すること。

� 契約に関すること（第４号に掲げるものを除く。）。

� 物品の出納、管理及び処分に関すること。

	 財産の管理（他の主管に属するものを除く。）及び処分に関

すること。


 給食に関すること。

省略

５ 省略

（病院の職員の職務）

第９条 病院の職員の職務は、次項から第２２項までに規定するとお

りとする。

２～２１ 省略

改 正 後 改 正 前

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

区分 決 裁 者
代 決 者

区分 決 裁 者
代 決 者

第１次代決者 第２次代決者 第１次代決者 第２次代決者

省略 省略

院長

の権

限に

属す

る事

務

省略 院長

の権

限に

属す

る事

務

省略

事務局長 課長（愛媛県

立南宇和病院

にあっては、

事務局次長）

主幹（愛媛県立中

央病院総務医事課

及び愛媛県立新居

浜病院総務医事課

に限る。）

事務局長 課長（愛媛県

立南宇和病院

にあっては、

事務局次長）

主幹（愛媛県立中

央病院総務医事課

及び愛媛県立新居

浜病院総務医事課

に限る。）

愛媛県立中央病院総

務医事課長

省略 愛媛県立中央病院総

務医事課長

省略

愛媛県立新居浜病院

総務医事課長

主幹

課長（愛媛県立中央

病院総務医事課長及

び愛媛県立新居浜病

院総務医事課長を除

く。以下この項にお

いて同じ。）

省略 課長（愛媛県立中央

病院総務医事課長及

び愛媛県立新居浜病

院総務医事課長を除

く。以下この項にお

いて同じ。）

省略

省略 省略

２ 省略

別表第１（第４条関係）

所長及び院長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

２ 省略

別表第１（第４条関係）

所長及び院長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

省略 省略

備考１・２ 省略

３ 愛媛県立今治病院 に属する事

備考１・２ 省略

３ 愛媛県立今治病院及び愛媛県立新居浜病院に属する事
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

務に係る次に掲げるこの表の規定の適用については、同

表愛媛県立中央病院、愛媛県立今治病院及び愛媛県立新

居浜病院における決裁区分の欄中「主幹」とあるのは、

「課長」とする。

�～� 省略

別表第３（第４条関係）

院長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

務に係る次に掲げるこの表の規定の適用については、同

表愛媛県立中央病院、愛媛県立今治病院及び愛媛県立新

居浜病院における決裁区分の欄中「主幹」とあるのは、

「課長」とする。

�～� 省略

別表第３（第４条関係）

院長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組織名

事務

の種

類

事

項

愛媛県立中央病院、愛媛県

立今治病院及び愛媛県立新

居浜病院における決裁区分

愛媛県立南宇

和病院におけ

る決裁区分 組織名

事務

の種

類

事

項

愛媛県立中央病院、愛媛県

立今治病院及び愛媛県立新

居浜病院における決裁区分

愛媛県立南宇

和病院におけ

る決裁区分

院

長

専 決 者 院

長

専決者 院

長

専 決 者 院

長

専決者

事務局長 課長 主幹 事務局長 事務局長 課長 主幹 事務局長

総務課 省略 総務課 省略

備考１ この表組織名の欄中「総務課」とあるのは、愛媛県立

中央病院及び愛媛県立新居浜病院においては「総務医事

課」と、愛媛県立南宇和病院においては「事務局」とし

て、同表の規定を適用する。

２ 愛媛県立今治病院 に属する事

務に係る次に掲げるこの表の規定の適用については、同

表愛媛県立中央病院、愛媛県立今治病院及び愛媛県立新

居浜病院における決裁区分の欄中「主幹」とあるのは、

「課長」とする。

�・� 省略

備考１ この表組織名の欄中「総務課」とあるのは、愛媛県立

中央病院及び愛媛県立新居浜病院においては「総務医事

課」と、愛媛県立南宇和病院においては「事務局」とし

て、同表の規定を適用する。

２ 愛媛県立今治病院及び愛媛県立新居浜病院に属する事

務に係る次に掲げるこの表の規定の適用については、同

表愛媛県立中央病院、愛媛県立今治病院及び愛媛県立新

居浜病院における決裁区分の欄中「主幹」とあるのは、

「課長」とする。

�・� 省略

組織名

事務

の種

類

事

項

愛媛県立中央病院、愛媛県

立今治病院及び愛媛県立新

居浜病院における決裁区分

愛媛県立南宇

和病院におけ

る決裁区分 組織名

事務

の種

類

事

項

愛媛県立中央病院、愛媛県

立今治病院及び愛媛県立新

居浜病院における決裁区分

愛媛県立南宇

和病院におけ

る決裁区分

院

長

専 決 者 院

長

専決者 院

長

専 決 者 院

長

専決者

事務局長 課長 事務局長 事務局長 課長 事務局長

医事課 省略 医事課 省略

備考 この表組織名の欄中「医事課」とあるのは、愛媛県立中

央病院及び愛媛県立新居浜病院においては「総務医事課」

と、愛媛県立南宇和病院においては「事務局」として、同

表の規定を適用する。

備考 この表組織名の欄中「医事課」とあるのは、愛媛県立中

央病院及び愛媛県立新居浜病院においては「総務医事課」

と、愛媛県立南宇和病院においては「事務局」として、同

表の規定を適用する。

平成２９年４月１日 発行
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